
Title 福澤諭吉の法典論 : 法典論争前夜
Sub Title
Author 高田, 晴仁(Takada, Haruhito)

Publisher 慶應義塾大学法学部
Publication year 2008

Jtitle 慶應の法律学 商事法 : 慶應義塾創立一五〇年記念法学部論文集 (2008. ) ,p.195- 221 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Book
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=BA88453885-00000005-0

195

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


福
津
諭
吉
の
法
典
論

｜
｜
法
典
論
争
前
夜
｜
｜

高

田

晴

仁



は
じ
め
に

「
政
令
法
律
の
改
革
」
の
条
件
｜
｜
『
西
洋
事
情
』
と

「
文
明
論
之
概
略
』

井
上
外
交
と
時
事
新
報
発
行
停
止
事
件



は
じ
め
に

か
の
明
治
二

0
年
代
の
法
典
論
争
に
お
け
る
福
津
諭
吉
の
立
場
は
断
行
派
か
、
そ
れ
と
も
延
期
派
か
？
｜
｜
二
者
択
一
な
ら
ば
そ

の
「
答
」
は
延
期
派
で
あ
る
。
啓
蒙
家
福
津
の
イ
メ
ー
ジ
を
裏
切
る
些
か
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
実
か
も
し
れ
な
い
。

昭
和
二
五
年
の
こ
と
、
田
中
賓
助
教
授
（
当
時
）
は
平
野
義
太
郎
の
唯
物
論
的
法
典
論
争
史
観
の
影
響
の
下
に
「
法
典
争
議
が
、

断
行
派
H
自
由
民
権
派
H
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
派
と
延
期
派
リ
国
権
派

u
半
封
建
派
と
の
対
立
・
抗
争
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合
、

福
津
の
ご
と
き
自
由
民
権
論
の
立
場
に
あ
る
も
の
が
延
期
派
に
組
す
る
の
は
不
可
解
で
は
な
い
か
」
と
問
題
提
起
し
、
そ
の
結
論
と

し
て
「
い
わ
ゆ
る
『
福
津
精
神
』
は
、
明
治
日
本
を
急
速
に
資
本
主
義
化
せ
し
め
る
た
め
に
、
一
応
自
由
民
権
論
と
し
て
立
ち
あ
ら

わ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
厳
密
に
は
、
上
向
期
に
お
け
る
奇
型
的
な
産
業
資
本
｜
｜
お
く
れ
た
生
産
関
係
と
結
合
せ
ざ
る
を
え

な
い
ー
ー
を
代
弁
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
国
権
論
と
も
中
和
す
る
と
い
う
複
合
的
構
造
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
っ
た
。
ま
さ
に
こ

の
た
め
に
、
福
津
は
、
自
由
民
権
論
の
立
場
に
お
り
な
が
ら
、
ラ
ジ
カ
ル
な
民
権
論
｜
｜
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
典
即
時
断
行
論
ー
ー
に
反

情
を
示
し
、
結
果
的
に
は
法
典
延
期
派
H

半
封
建
派
に
左
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
」
と
断
じ
た
。

福i畢諭吉の法典論（高田晴仁）

こ
れ
に
対
し
て
、
同
年
末
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
中
村
菊
男
助
教
授
（
当
時
）
か
ら
田
中
の
拠
っ
て
立
つ
法
典
論
争
史
観
は
「
事

実
認
識
を
快
い
た
公
式
論
」
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
提
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
旧
民
法
施
行
か
、
延
期
か
に
関
し
て
は
、
あ
の
よ

う
な
大
論
争
が
起
き
た
に
も
拘
ら
ず
、
明
治
民
法
が
成
立
し
た
際
に
は
こ
れ
に
反
対
す
る
者
は
一
部
の
者
を
除
い
て
殆
ど
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
明
治
民
法
が
旧
民
法
に
比
較
し
て
封
建
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
か
ら
当
時
の
要
求
に
マ
ッ
チ
し
た
の
で
は
な
く
て
日
本
人

自
身
が
作
っ
た
と
い
う
安
堵
感
か
ら
で
あ
る
。
更
に
旧
民
法
が
条
約
改
正
の
た
め
の
附
帯
的
条
件
と
し
て
そ
の
成
立
施
行
が
急
が
れ

た
に
対
し
て
、
明
治
民
法
は
成
立
し
た
条
約
改
正
の
実
施
の
た
め
に
そ
の
施
行
が
急
が
れ
た
と
い
う
理
由
か
ら
有
力
な
反
対
論
が
起

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
福
津
の
明
治
民
法
観
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
（
傍
点
は
出
典
の
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ママ）。

商事法

そ
れ
か
ら
す
で
に
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
時
移
り
人
変
わ
り
、
敢
え
て
云
え
ば
い
か
に
も
戦
後
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
的
な
田
中
教
授
の

福
津
批
評
も
、
そ
れ
に
対
す
る
中
村
教
授
の
歴
史
認
識
も
い
ま
や
殆
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
も
し
人
が
『
福
津
諭
吉
全

集
』
所
載
の
時
事
新
報
論
説
を
通
覧
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
福
津
が
主
宰
す
る
同
紙
が
、
条
約
改
正
に
連
動
す
る
形
で
の
法
典
編
纂
に

198 
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強
い
関
心
と
危
倶
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
視
線
が
民
法
典
の
編
纂
よ
り
も
む
し
ろ
商
法
典
の
そ
れ
に
よ
り
強
く
注

が
れ
て
い
た
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
当
時
世
間
の
耳
目
を
惹
い
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
時
事
新
報
と
い
う
メ
デ

ィ
ア
に
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
以
上
、
明
治
社
会
の
一
大
イ
ッ
シ
ュ
ー
で
あ
っ
た
法
典
編
纂
が
そ
こ
に
大
々
的
に
採
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
事
柄
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
論
調
が
「
延
期
派
」
に
属
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
福
津
が
『
学
問
の

す
、
め
』
で
説
い
た
社
会
契
約
説
に
拠
る
確
乎
と
し
た
法
律
観
を
裏
切
り
、
大
方
の
意
表
を
衝
く
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も

「
法
典
論
争
H
民
法
典
論
争
」
と
い
う
今
日
流
布
し
て
い
る
通
俗
的
知
識
に
よ
る
も
の
か
、
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
施
行
が
ス
ケ
ジ
ユ

ー
ル
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
商
法
典
が
、
第
一
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
議
員
提
案
に
よ
り
延
期
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
商
法
典
そ

れ
自
体
の
重
要
性
と
い
う
両
方
の
意
味
に
お
い
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
伴
う
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
商
法
典
論
争
な
る
も
の
の
存
在

や
そ
の
音
凶
’
義
に
は
一
般
的
に
い
っ
て
光
が
当
た
ら
な
い
と
い
う
現
状
も
あ
る
（
「
民
法
出
テ
、
忠
孝
亡
フ
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
そ
の
意
味

で
な
お
生
き
続
け
て
い
る
！
）
。
要
す
る
に
、
福
津
の
時
事
新
報
が
商
法
典
施
行
延
期
の
論
陣
を
張
っ
た
こ
と
の
歴
史
的
意
味
づ
け
は

未
だ
十
分
に
は
拓
か
れ
ざ
る
論
点
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
に
不
十
分
な
が
ら
「
福
沢
諭
吉
と
商
法
典
論
争
」
に
関

す
る
論
孜
を
公
に
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
そ
こ
に
欠
け
て
い
た
法
典
論
争
以
前
の
福
津
の
法
典
論
を
論
じ
て
い
き
た

い
と
思
、
っ
。田

中
貰
「
法
典
争
議
と
福
津
の
立
場
l
｜
明
治
法
史
に
お
け
る
福
津
諭
吉
付
｜
｜
｜
」
法
学
研
究
二
三
巻
八
号
（
昭
和
二
五
年
）
四
八

1
四
九
頁
。



本
論
文
が
平
野
の
圧
倒
的
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
行
論
よ
り
明
ら
か
。
な
お
、
後
年
発
表
さ
れ
た
田
中
賓
「
福
津
先
生
の
法
典
論
ー
ー
ー
経

験
主
義
の
法
思
想
と
し
て
｜
｜
1

」
三
回
評
論
六
二
六
号
（
昭
和
三
九
年
五
月
号
）
二
四
頁
以
下
に
は
も
は
や
そ
の
痕
跡
は
な
い
。

（
2
）
中
村
菊
男
「
法
典
編
纂
と
福
津
諭
吉
付
」
法
学
研
究
二
三
巻
一
二
号
（
昭
和
二
五
年
）
二
九
頁
お
よ
び
「
同
日
」
法
学
研
究
二
四
巻
一
号
（
昭

和
二
六
年
）
一
九
頁
、
「
岡
田
」
法
学
研
究
二
四
巻
六
号
三
九
頁
以
下
。
中
村
菊
男
『
近
代
日
本
と
福
津
諭
吉
』
（
泉
文
堂
、
昭
和
二
八
年
）
一
一
一
一

O

頁
（
初
出
、
福
揮
研
究
六
号
（
昭
和
二
六
年
）
五
七
頁
）

0

こ
う
し
た
議
論
の
回
顧
と
し
て
吉
井
蒼
生
夫
「
法
典
論
争
研
究
へ
の
関
心
」
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
・
研
究
年
報
日
（
平
成
八
年
）
二
二
八

（

3
）
 

福津諭吉の法典論（高田晴仁）

ー
二
二
九
頁
。

（
4
）
近
時
、
平
山
洋
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
時
事
新
報
社
説
に
お
け
る
福
津
「
真
筆
」
問
題
は
実
証
的
問
題
と
し
て
看
過
し
え
な
い
も
の
を
含

む
が
、
本
稿
で
は
引
用
社
説
の
す
べ
て
に
つ
い
て
福
津
自
身
の
見
解
で
あ
る
と
い
う
精
確
な
典
拠
あ
る
い
は
根
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

平
山
洋
『
福
沢
諭
吉
の
真
実
』
（
文
春
文
庫
、
平
成
二
ハ
年
）
九
八
頁
、
一
八
一
頁
、
お
よ
び
同
『
福
津
諭
吉
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
、
平
成

二
O
年
）
三
五
六
頁
の
推
測
で
は
、
福
津
が
時
事
新
報
の
日
々
の
社
説
欄
の
差
配
か
ら
退
い
た
時
期
は
ほ
ぼ
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
四
月
と
い
う
。

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
以
下
に
参
照
す
る
時
事
新
報
社
説
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
、
時
期
的
に
み
て
（
福
津
自
身
の
肉
筆
に
よ
る

も
の
か
は
さ
て
お
き
）
、
少
な
く
と
も
福
揮
の
目
を
通
っ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
時
事
新
報
社
説
と
福
津
の
関
与
の
度
合
い

に
つ
い
て
は
、
竹
田
行
之
「
「
時
事
新
報
論
集
』
に
つ
い
て
」
福
津
諭
吉
年
鑑
二
二
号
（
平
成
七
年
）
三
五
頁
以
下
も
参
照
。

（5
）
安
西
敏
三
『
福
津
諭
吉
と
西
欧
思
想
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
平
成
七
年
）
三
五
回
頁
お
よ
び
三
六
六
頁
注
（
4
）。

（6
）
「
明
治
二
十
三
年
に
於
け
る
商
法
延
期
戦
は
、
言
は
ず
天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原
役
で
あ
っ
て
、
之
に
次
い
で
当
然
起
こ
る
べ
く
し
て
起
っ
た
二
十

五
年
の
民
法
商
法
延
期
戦
は
恰
も
大
阪
陣
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
」
（
傍
点
原
文
の
マ
マ
）
と
の
穂
積
の
比
聡
は
看
過
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
穂
積
陳

重
「
法
典
実
施
延
期
戦
」
「
法
窓
夜
話
』
（
有
斐
閣
、
大
正
五
年
）
三
五
一
頁
。

（
7
）
福
津
が
民
商
法
の
「
施
行
を
な
ぜ
延
期
し
た
の
だ
と
椀
曲
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
」
と
い
う
鳥
居
泰
彦
「
『
実
業
論
』
百
年
」
福
津
諭
吉
年
鑑
二

一
号
（
平
成
六
年
）
一
二
五
頁
下
段
は
お
そ
ら
く
は
福
揮
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
来
た
ミ
ス
リ
l
デ
イ
ン
グ
の
例
で
あ
る
。

ま
た
、
例
え
ば
、
実
定
法
研
究
者
サ
イ
ド
か
ら
、
大
村
敦
『
法
典
・
教
育
・
民
法
学
」
（
有
斐
閣
、
平
成
二
年
）
コ
一
七
頁
は
、
民
法
典
論
争
に
お

け
る
法
律
家
の
立
場
を
二
つ
に
大
き
く
分
け
、
（
1
）
延
期
派
の
多
数
は
「
伝
統
的
法
意
識
の
残
存
」
を
特
徴
と
し
て
お
り
（
穂
積
八
束
は
「
祖
先
教
」
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商事法

に
基
づ
く
国
家
的
民
法
典
必
要
論
で
あ
り
、
延
期
派
に
お
い
て
は
実
は
例
外
で
あ
る
と
す
る
）
、
こ
れ
に
対
し
て
、
（
2
）
断
行
派
の
多
数
に
は
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
の
成
立
を
支
え
た
よ
う
な
「
市
民
的
公
共
性
」
が
欠
け
て
い
た
も
の
と
し
、
明
治
日
本
に
は
、
ほ
ん
ら
い
な
ら
断
行
派
の
主
張
の
基
礎

と
な
る
べ
き
「
「
私
』
の
領
域
を
支
え
る
思
想
」
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
大
村
は
、
法
曹
界
の
外
に
あ
っ
て
「
「
私
」
を
基
礎

と
し
て
立
国
を
構
想
し
た
識
者
」
と
し
て
福
津
諭
吉
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
（
同
書
四
七
頁
注
（
併
）
）

0

た
だ
し
、
当
の
福
揮
は

確
か
に
文
明
論
の
指
導
者
で
あ
り
な
が
ら
、
法
典
論
争
に
お
い
て
は
延
期
派
で
あ
っ
た
、
と
い
う
現
代
か
ら
見
た
ネ
ジ
レ
現
象
は
見
逃
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
大
村
が
法
律
家
の
議
論
（
法
曹
の
法
典
論
争
）
を
考
察
の
範
囲
と
し
て
い
る
以
上
、
福
津
の
法
典
論
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
は
当
た
り

前
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
今
日
の
お
よ
そ
常
識
的
な
福
津
像
か
ら
は
「
法
典
延
期
派
・
福
津
」
の
姿
は
意
外
に
映
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
一
つ
の
例
証

に
は
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
右
の
ネ
ジ
レ
の
原
因
は
何
か
、
と
い
う
点
が
本
稿
の
問
題
関
心
で
あ
る
。

（
8
）
商
法
典
論
争
の
研
究
と
し
て
は
も
は
や
古
典
と
い
っ
て
よ
い
福
島
正
夫
「
日
本
資
本
主
義
の
発
達
と
私
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
三
年
）

を
は
じ
め
と
し
て
幾
っ
か
存
在
す
る
が
、
民
法
論
争
と
比
べ
て
少
数
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
比
較
的
最
近
の
も
の
と
し
て
、
川
口
由
彦
『
日
本
近

代
法
制
史
』
（
新
世
杜
、
平
成
一

O
年
）
二
六
一
頁
以
下
、
浅
木
慣
一
「
日
本
会
社
法
成
立
史
』
（
信
山
社
、
平
成
一
五
年
）
一
一
頁
以
下
。
ま
た
、

高
田
晴
仁
「
法
典
編
纂
に
お
け
る
民
法
典
と
商
法
典
上
下
ー
ー
そ
の
「
重
複
」
と
「
紙
触
」
を
め
ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
七
一
巻
七
号
一
二
頁
以
下
、

八
号
八
五
頁
以
下
（
平
成
一
一
年
）

0

な
お
、
「
法
典
論
争
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
口
火
が
切
ら
れ
た
の
は
明
治
二
二
年
六
月
の
「
法
典
論
争
ニ
関
ス
ル
法
学
士
会
ノ
意
見
」
（
法
理
精
華

二
巻
一
一
号
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ
れ
（
法
典
論
争
に
関
す
る
基
本
的
史
料
を
蒐
集
し
た
星
野
通
編
著
『
民
法
典
論
争
資
料
集
』
（
日
本
評
論
社
、

昭
和
四
四
年
）
も
「
法
学
士
会
ノ
意
見
」
を
筆
頭
に
掲
載
す
る
）
、
ま
た
、
旧
商
法
典
が
二
度
の
施
行
延
期
を
見
た
の
は
明
治
二
三
年
末
召
集
の
第
一

議
会
（
明
治
二
三
年
一
一
一
月
二
七
日
公
布
「
商
法
及
商
法
施
行
条
例
施
行
期
限
法
律
」
）
と
明
治
二
五
年
五
月
召
集
の
第
三
一
議
会
（
明
治
二
五
年
一
一

月
二
四
日
公
布
「
民
法
及
商
法
施
行
延
期
法
律
」
）
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
「
商
法
典
論
争
」
の
時
期
は
、
明
治
二
二
年
半
ば
か
ら
二
五
年
末
ま
で

を
区
切
り
と
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
穂
積
陳
重
・
前
掲
注
（
6
）
三
四
O
頁
。
た
だ
し
、
志
田
錦
太
郎
「
日
本
商
法
典
の
編
纂
と
其

改
正
』
（
明
治
大
学
出
版
会
、
昭
和
八
年
、
復
刻
・
新
青
出
版
、
平
成
七
年
）
五
五
頁
〔
註
3
〕
は
「
商
法
公
布
以
前
に
於
て
我
国
法
学
者
間
に
法
典

派
と
非
法
典
派
と
あ
っ
て
互
に
論
争
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
民
法
商
法
等
多
数
の
法
典
が
一
事
に
公
布
せ
ら
る
に
及
ん
で
更
に
其
札
牒
を
増
し
、

加
ふ
る
に
実
業
家
の
多
数
は
法
典
の
実
質
を
解
す
る
こ
と
能
は
な
か
っ
た
の
で
非
法
典
派
に
加
担
し
、
之
が
為
め
一
層
施
行
延
期
論
の
気
炎
を
加
へ
た
。
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之
れ
商
法
典
の
公
布
以
来
第
一
帝
国
議
会
開
会
迄
の
形
勢
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
。
福
津
率
い
る
時
事
新
報
社
説
も
非
法
典
派
に
加
勢
し
た
民
間
輿
論

の
担
い
手
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

（9
）
江
木
衷
の
意
匠
に
出
て
「
群
衆
心
理
を
支
配
す
る
に
偉
大
な
る
効
力
が
あ
る
」
と
さ
れ
た
周
知
の
名
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
（
穂
積
陳
重
・

前
掲
注
（
6
）
三
四
八
頁
）
。
だ
が
そ
の
発
表
は
、
明
治
二
四
年
八
月
二
五
日
発
行
の
法
学
新
報
五
号
に
お
い
て
で
あ
り
（
穂
積
重
威
編
『
穂
積
八
束

博
士
論
文
集
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
八
年
）
二
一
二
二
頁
以
下
所
収
、
長
尾
龍
一
編
『
穂
積
八
束
集
」
（
信
山
社
、
平
成
二
二
年
）
一
一

O
頁
以
下
に
翻

刻
あ
り
、
同
書
ゴ
一
三
一
頁
も
参
照
の
こ
と
）
、
明
治
二
三
一
（
一
八
九
O
）
年
末
に
第
一
回
帝
国
議
会
を
舞
台
と
し
て
闘
わ
れ
た
商
法
典
論
争
の
後
で
あ

る
こ
と
に
注
意
。

（
叩
）
筆
者
は
か
つ
て
「
福
津
諭
吉
と
商
法
典
論
争
」
と
題
す
る
講
演
録
（
三
田
評
論
一

O
二
O
号
（
平
成
二
一
年
一
月
号
）
二
六
頁
以
下
）
と
、
こ

れ
に
若
干
の
加
筆
を
行
っ
た
も
の
（
法
学
雑
誌
芯
Z
B
O
B
O
E
六
号
（
平
成
一
四
年
）
一
九

O
頁
以
下
）
と
を
公
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
法

典
論
争
の
前
夜
迄
の
時
期
に
的
を
絞
り
、
さ
ら
に
福
揮
の
法
律
観
と
彼
の
文
明
論
と
の
内
在
的
関
連
、
お
よ
び
、
当
時
の
立
法
や
条
約
改
正
の
動
き

と
の
関
連
に
光
を
あ
て
て
よ
り
立
体
的
に
福
津
の
法
典
論
の
意
義
を
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
お
、
法
典
論
争
か
ら
法
典
施
行
に
至
る
時
期
の

福
揮
の
法
典
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
典
延
期
派
・
福
津
諭
吉
」
法
学
研
究
八
三
巻
一
号
（
平
成
二
一
年
）
所
収
を
ご
参
照
あ
り
た
い
。

（
日
）
い
わ
ば
研
究
の
心
得
と
し
て
、
参
照
、
潮
田
江
次
「
福
津
諭
吉
の
政
治
思
想
を
考
え
る
に
就
て
」
『
全
集
』
⑪
附
録
。
「
戦
後
と
限
ら
ず
、
こ
れ

ま
で
福
津
諭
吉
の
政
治
思
想
と
い
う
と
、
一
般
に
と
か
く
其
の
生
涯
に
起
こ
っ
た
重
要
な
政
治
問
題
や
政
治
運
動
を
取
上
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
先

生
が
ど
ん
な
役
割
を
演
じ
た
か
と
い
う
こ
と
を
主
題
に
論
じ
て
お
る
。
然
し
そ
の
よ
う
な
面
か
ら
取
上
げ
る
の
で
は
、
人
の
「
思
想
』
な
ど
い
う
も

の
は
簡
単
に
つ
か
め
る
も
の
で
は
な
い
。
或
る
時
は
急
進
的
に
見
え
、
或
る
時
は
保
守
的
に
思
わ
れ
、
率
先
し
て
個
人
主
義
を
唱
え
行
な
う
か
と
思

え
ば
、
熱
心
に
国
家
主
義
を
説
き
、
今
は
人
民
の
味
方
で
あ
る
も
の
が
、
次
は
政
府
を
か
ば
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
一
々
気
を
と
ら
れ
、
追
い
廻
し
て

い
た
の
で
は
、
根
本
の
「
思
想
』
は
ど
こ
か
へ
逃
げ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
評
者
は
福
津
の
変
説
と
い
う
結
論
を
出
す
か
、
或
は
福
津
が
嘘
の
仮
面
と

内
実
の
真
意
と
を
巧
み
に
使
い
分
け
た
と
い
う
二
元
解
釈
を
さ
え
試
み
る
。
然
し
先
生
の
思
想
に
は
、
例
え
ば
年
齢
と
経
験
に
伴
う
必
然
の
落
ち
つ

き
が
加
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
誰
に
も
見
ら
れ
る
も
の
を
除
い
て
、
根
本
的
な
改
変
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
変
っ
た
の
は
寧
ろ
周
囲
で
あ

る」
0
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さ
ら
に
、
坂
野
潤
治
の
次
の
指
摘
を
み
よ
。
「
福
津
が
同
時
代
的
に
も
っ
て
い
た
情
報
と
認
識
と
は
、
近
代
文
明
論
、
国
家
・
政
体
論
に
と
ど
ま
ら



商事法

ず
、
現
実
の
政
治
・
経
済
・
外
交
に
つ
い
て
の
ト
ッ
プ
H

ク
ラ
ス
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
福
津
の
状
況
的
発
言
と
は
い
わ
ば
こ
の
総
体
か
ら
出
て
き
た

も
の
な
の
で
あ
る
。
ニ
一
一
口
い
か
え
れ
ば
、
福
津
の
状
況
的
発
言
は
そ
の
当
時
に
お
い
て
福
津
が
認
識
し
た
総
体
的
な
状
況
構
造
に
も
と
づ
い
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
我
々
が
そ
れ
と
同
程
度
の
総
体
的
な
状
況
構
造
の
認
識
を
も
ち
得
な
い
か
ぎ
り
、
彼
の
誇
張
的
表
現
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
彼
の
絶
え
ざ

る
転
向
を
論
じ
さ
せ
ら
れ
る
は
め
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
」
。
坂
野
潤
治
「
近
代
日
本
の
外
交
と
政
治
』
（
研
文
出
版
、
昭
和
六
O
年
）
八
七
頁
（
初
出
、

「
『
福
津
諭
吉
選
集
』
第
七
巻
解
説
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
六
年
）
）

0
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「
政
令
法
律
の
改
革
」

の
条
件
｜
｜
『
西
洋
事
情
』
と

『
文
明
論
之
概
略
』

福
津
の
法
律
観
が
形
成
さ
れ
た
の
は
維
新
の
前
後
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
根
本
的
に
終
始
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
福
津
自
身
が

後
年
「
文
明
の
計
画
に
好
材
料
」
を
与
え
た
も
の
と
回
顧
し
た
『
西
洋
事
情
」
の
外
編
巻
之
二
に
は
「
国
法
及
び
風
俗
」
と
題
し
て

次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
（
『
全
集
』
①
四
二
四
頁
以
下
）
。
「
今
英
国
に
於
て
蓋
善
蓋
美
の
制
度
と
称
す
る
も
の
も
、
其
本
を
尋
れ

ば
往
古
の
風
俗
よ
り
来
り
し
も
の
多
し
。
故
に
此
風
俗
の
沿
草
を
探
索
す
る
は
最
も
大
切
な
る
こ
と
に
て
、
且
つ
之
に
由
て
考
れ
ば
、

世
の
文
明
を
進
め
ん
と
す
る
に
は
、
学
者
の
高
論
に
従
て
法
を
造
る
よ
り
、
寧
ろ
葬
昧
夷
俗
の
風
を
改
正
す
る
の
便
利
な
る
に
若
か

ず
と
の
理
を
了
解
す
可
し
」
。
だ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
の
帰
国
の
後
、
三
ヶ
月
の
謹
慎
開
け
の
福
津
の
筆
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
往

古
の
風
俗
」
す
な
わ
ち
慣
習
が
法
源
と
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
之
に
由
り

て
考
れ
ば
世
の
文
明
を
進
め
ん
と
す
る
に
は
」
学
者
が
法
を
造
り
出
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
源
で
あ
る
「
風
俗
」
を
改
良
す
べ
き

で
あ
っ
て
こ
れ
よ
り
優
る
方
法
は
な
い
、
と
い
う
や
が
て
来
る
べ
き
わ
が
国
の
社
会
改
良
の
方
法
論
に
ま
で
遊
り
を
み
せ
る
の
で
あ

る
。
「
各
国
に
て
、
古
来
の
風
俗
旧
例
を
集
め
て
一
体
と
な
し
、
次
第
に
其
形
を
成
し
た
る
も
の
を
国
法
と
名
づ
く
。
：
：
：
抑
ミ
英

国
に
は
古
来
一
種
の
風
俗
あ
り
て
、
其
国
法
の
由
て
来
る
所
、
他
国
に
異
な
り
と
雄
ど
も
、
欧
羅
巴
本
州
の
諸
国
に
て
文
明
に
赴
き



し
は
、
新
に
国
法
を
造
た
る
に
非
ら
ず
、
唯
羅
馬
の
古
法
と
封
建
の
制
度
と
を
参
合
し
て
其
衷
を
折
し
た
る
も
の
な
り
」
と
し
て
大

陸
の
法
典
国
で
す
ら
も
法
は
人
為
に
造
り
出
し
た
も
の
で
は
な
く
歴
史
的
に
生
成
し
た
も
の
と
し
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
ナ
ポ

レ
オ
ン
法
典
に
言
及
す
る
。
「
仏
蘭
西
の
騒
乱
に
由
て
頓
に
貴
族
の
権
を
圧
倒
せ
し
と
き
、
国
中
の
人
民
同
時
に
封
建
の
遺
法
を
も

ナ
ポ
レ
オ
ン

廃
却
せ
ん
こ
と
を
望
み
し
に
由
り
、
掌
破
忠
岡
は
事
変
の
機
に
乗
じ
て
法
令
を
出
だ
し
、
旧
来
の
風
俗
を
一
新
改
革
し
た
り
。
実
に
仏

蘭
西
の
知
き
大
国
に
於
て
、
法
律
を
改
革
し
、
其
事
の
全
備
し
て
迅
速
な
る
は
、
古
来
未
曾
有
の
大
業
に
し
て
、
其
事
跡
非
常
な
る

に
似
た
れ
ど
も
、
当
時
掌
破
崩
も
新
に
法
を
製
し
た
る
に
非
ら
ず
、
数
百
年
来
仏
蘭
西
に
行
は
る
、
羅
馬
の
古
法
を
折
衷
し
た
り
し

な
り
」
。
か
く
て
は
円
。

B
B
S
E当
の
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
法
典
国
の
典
型
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
法
は
製
造
物
で
は
な

い
。
そ
こ
で
立
法
の
具
体
策
ま
で
及
ん
で
日
く
、
「
古
風
旧
例
は
其
趣
を
改
め
其
方
向
を
正
す
可
し
と
難
ど
も
、
之
を
廃
す
る
に
至

て
は
、
甚
だ
難
し
。
故
に
一
国
の
人
望
を
得
て
政
を
施
す
者
の
一
大
緊
要
事
は
、
謹
で
旧
物
を
改
正
す
る
に
在
り
。
妄
に
新
奇
を
好

み
、
紙
上
の
空
論
を
信
じ
て
其
旧
を
棄
る
は
、
勿
卒
の
甚
し
き
も
の
と
云
ふ
可
し
」
と
。
こ
の
時
は
ま
だ
慶
麿
三
年
で
あ
り
、
「
旧

物
の
改
正
」
が
具
体
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
乗
る
に
は
そ
の
直
後
の
維
新
の
激
変
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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次
い
で
、
福
津
は
、
明
治
八
年
に
公
に
し
た
『
文
明
論
之
概
略
』
巻
之
一
に
お
い
て
も
法
律
改
革
の
条
件
・
順
序
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
（
『
全
集
』
④
一
九
1
二
二
頁
）
。
「
文
明
に
は
外
に
見
は
る
、
事
物
と
内
に
存
す
る
精
神
と
二
様
の
区
別
」
が
あ
り
、
衣
服
、

飲
食
、
器
械
、
住
居
よ
り
政
令
、
法
律
等
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
見
聞
き
し
う
る
も
の
は
「
文
明
の
外
形
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対

し
て
、
「
文
明
の
精
神
」
は
す
な
わ
ち
一
国
人
民
の
気
風
で
あ
る
。
無
形
で
あ
り
、
売
買
し
え
ず
、
人
力
を
も
っ
て
速
に
作
り
だ
す

こ
と
も
で
き
な
い
、
あ
ま
ね
く
一
国
人
民
の
聞
に
浸
潤
し
て
、
広
く
全
国
の
事
跡
に
顕
わ
れ
る
が
そ
の
も
の
を
見
聞
き
す
る
こ
と
は

ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
懸
隔
の
根
本
原
因
を
成
す
も
の
で
あ
っ
て
、
時
に
つ
い
て
い
え
ば
時
勢
で
あ

り
、
人
に
つ
い
て
い
え
ば
人
心
で
あ
り
、
国
に
つ
い
て
は
国
俗
ま
た
は
国
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
外
形
・
精
神
の
区
別
の
意
味

は
、
ま
さ
に
「
文
明
の
外
形
の
み
を
取
る
可
か
ら
ず
、
必
ず
先
づ
文
明
の
精
神
を
備
へ
て
其
外
形
に
適
す
可
き
も
の
な
か
る
可
ら

で
き
な
い
こ
の
気
風
は
、
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ず
」
と
し
て
「
外
形
」
に
対
す
る
「
精
神
」
の
優
先
す
な
わ
ち
日
本
社
会
の
精
神
革
命
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
全
国
人
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民
の
気
風
を
一
変
す
る
方
法
に
つ
い
て
日
く
「
人
生
の
天
然
に
従
ひ
、
害
を
除
き
故
障
を
去
り
、
白
か
ら
人
民
一
般
の
智
徳
を
発
生

慶醸の法律学

せ
し
め
、
白
か
ら
其
意
見
を
高
尚
の
域
に
進
ま
し
む
る
に
在
る
の
み
。
斯
の
如
く
天
下
の
人
心
を
一
変
す
る
の
端
を
開
く
と
き
は
、

政
令
法
律
の
改
革
も
亦
漸
く
行
は
れ
て
妨
碍
な
か
る
可
し
。
人
心
既
に
面
白
を
改
め
政
法
既
に
改
ま
れ
ば
、
文
明
の
基
、
始
め
て

こ
、
に
立
ち
、
か
の
衣
食
住
有
形
の
物
の
如
き
は
自
然
の
勢
に
従
ひ
、
こ
れ
を
招
か
ず
し
て
来
り
、
こ
れ
を
求
め
ず
し
て
得
ベ
し
。

故
に
云
く
、
欧
羅
巴
の
文
明
を
求
る
に
は
難
を
先
に
し
て
易
を
後
に
し
、
先
づ
人
心
を
改
革
し
て
次
で
政
令
に
及
ぼ
し
、
終
に
有
形

の
物
に
至
る
可
し
」
（
傍
点
引
用
者
）
。
こ
れ
は
福
津
の
思
想
を
終
生
特
徴
づ
け
て
い
る
、
啓
蒙
主
義
に
よ
る
一
種
の
理
想
論
と
も
思

え
る
が
、
し
か
し
同
時
に
危
倶
を
表
し
て
、
「
こ
の
順
序
を
倒
に
す
れ
ば
、
事
は
易
き
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
路
忽
ち
閉
塞
し
、
恰

も
脂
壁
の
前
に
立
つ
が
如
く
し
て
寸
歩
を
進
る
こ
と
能
は
ず
、
或
は
其
壁
面
に
臨
時
賭
す
る
敗
、
或
は
寸
を
進
め
ん
と
し
て
却
て
激
し

て
尺
を
退
く
る
こ
と
あ
る
可
し
」
。

こ
の
と
き
は
具
体
的
に
は
陳
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
順
を
違
え
る
こ
と
に
よ
る
閉
塞
的
状
況
は
、
こ
の
の
ち
条
約
改
正
と
そ
れ
に

伴
う
法
典
編
纂
に
お
い
て
ま
さ
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
福
津
自
身
が
政
府
当
局

者
に
と
っ
て
の
「
精
壁
」
と
も
言
え
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
に
断
っ
て
お
く
べ
き
事
柄
の
ひ
と
つ
は
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
開
校
式
で
の
演
説
に
も
明
ら
か
な
通
り
、
我
々
は
法

律
専
門
家
と
し
て
の
福
津
の
姿
を
求
め
て
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
身
近
に
は
増
島
六
一
郎
、
元
田
肇
ら
の
有
力
な
英

法
派
の
メ
ン
バ
ー
が
居
り
、
ま
た
、
福
津
自
身
が
慶
鷹
義
塾
大
学
部
に
お
い
て
米
人
ウ
ィ
グ
モ
ア
に
よ
る
法
学
教
育
を
実
行
す
る
こ

と
に
な
る
と
は
い
え
、
福
津
は
狭
義
の
法
解
釈
論
と
い
え
る
論
説
を
遺
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
法
典
編
纂
の
過
程
で
漏
れ
聞
こ
え
て
く

る
具
体
的
な
法
知
識
の
源
も
お
そ
ら
く
は
「
人
を
書
物
に
し
て
」
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
福
津
の
法
典
論
の
内
容
は
、
法

律
専
門
家
が
旧
商
法
の
制
度
を
論
じ
、
個
別
の
箇
条
を
評
す
る
と
い
う
も
の
と
は
白
か
ら
趣
が
異
な
る
。
し
か
し
結
論
を
先
走
っ
て



い
え
ば
、
福
津
の
法
典
論
が
彼
の
文
明
論
と
分
か
ち
難
い
内
在
的
連
繋
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
典
論
争
に
対
す
る
福

津
の
態
度
は
彼
の
文
明
論
か
ら
醸
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
福
津
の
法
思
想
と
も
呼
び
う
る
も
の
が
那
辺
に
あ
る
か
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

ま
た
も
う
ひ
と
つ
は
、
政
府
の
法
典
編
纂
事
業
が
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
i
l義
塾
が
孤
々
の
声
を
あ
げ
た
そ
の
年
ー
ー
に
結

ば
れ
た
不
平
等
条
約
改
正
交
渉
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
っ
た
か
ら
、
時
事
新
報
に
お
い
て
も
法
典
論
は

そ
れ
自
体
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
条
約
改
正
の
文
脈
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
。
福
津
は
、
法
典
編
纂

を
条
約
改
正
交
渉
と
切
り
離
す
べ
し
と
以
後
は
恰
も
口
を
酸
っ
ぱ
く
す
る
如
き
調
子
で
切
論
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
故
に
こ
そ
逆
に
条
約
改
正
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
福
津
の
法
典
論
の
意
味
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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（
口
）
「
福
津
全
集
緒
言
」
「
全
集
』
①
二
八
頁
。
文
久
の
遣
欧
使
節
へ
の
随
行
の
際
に
は
未
だ
、
「
法
律
は
学
者
の
学
問
な
り
と
云
ひ
、
代
言
人
は
他
人

の
訴
訟
を
引
受
け
罪
人
の
為
め
に
弁
護
す
る
者
な
り
と
云
ふ
も
、
日
本
に
居
る
と
き
公
儀
（
幕
府
）
に
御
大
法
百
箇
条
あ
る
を
伝
聞
し
た
る
の
み
の

書
生
に
は
少
し
も
分
ら
ず
。
」
と
い
う
。

（
日
）
「
福
津
全
集
緒
一
言
己
『
全
集
』
①
二
九
頁
。

（凶）
（日）

松
沢
弘
陽
「
近
代
日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験
』
（
岩
波
書
店
、
平
成
五
年
）
二

O
三
頁
以
下
。

回日
E
P
Z
E
E｝

f
（
リ

E
E
Z
B〆
F
E
g
g
s－円。ロ
B
P
E
E－。巳開。。ロ。
Eup
『。門口
g
S
P
E
C－P
自
己
『
。
門
司
江
4
5
8
E
5
5
5
p
当
日
S
B
自
己

m
S
2（

リ

E
E
Z
P
－∞凶
N

の
翻
訳
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が
（
h
R
M∞1
5）
、
原
著
の
内
容
が
福
津
自
身
の
思
想
に
内
面
化
さ
れ
、
日
本
の
事
情
に

照
応
す
る
限
り
で
原
著
と
は
別
物
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
安
西
敏
三
「
福
津
諭
吉
の
西
洋
法
認
識
」
安
西
敏
三

H
岩
谷
十
郎
H
森
征
一
一
編
『
福
津
諭
吉
の
法
思
想
視
座
・
実
践
・
影
響
」
（
平
成
一
四
年
）
一
五
頁
、
一
七
頁
、
お
よ
び
同
「
福
津
研
究
史
に
お
け

る
伊
藤
正
雄
」
近
代
日
本
研
究
三
五
巻
（
平
成
二

O
年
）
七
三
頁
。

（
凶
）
「
ま
ず
精
神
革
命
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
つ
ぎ
に
政
治
・
法
律
の
改
革
、
そ
れ
か
ら
衣
食
住
器
械
な
ど
の
改
革
を
や
っ
て
い
く
。
現
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実
の
日
本
の
文
明
開
化
は
こ
の
順
序
が
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」
と
短
く
断
じ
る
丸
山
真
男
「
『
文
明
論
之
概
略
』
を
読
む
什
」
『
丸
山
真

男
集
』
第
二
ニ
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
）
一
二
二
頁
。
な
お
、
法
律
家
サ
イ
ド
か
ら
こ
の
一
節
に
着
目
す
る
松
岡
浩
「
福
津
諭
吉
に
お
け
る
『
人

権
』
お
よ
び
『
政
権
』
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
研
究
五

O
巻
二
一
号
（
昭
和
五
二
年
）
一
九
八

1
一
九
九
頁
。

（
打
）
こ
の
時
期
（
明
治
八
年
一
月
）
、
福
揮
の
議
論
に
有
名
な
内
地
旅
行
・
内
地
雑
居
尚
早
論
が
あ
る
。
外
国
交
際
（
外
交
）
の
結
果
に
「
有
形
」
の

も
の
即
ち
貿
易
商
売
と
、
「
無
形
」
の
も
の
即
ち
文
明
の
元
素
た
る
「
無
形
の
気
風
」
と
が
あ
る
。
し
か
し
「
有
形
」
の
結
果
に
つ
い
て
は
「
銭
の
損

徳
を
以
て
外
国
の
交
際
を
論
ず
れ
ば
、
開
港
の
初
よ
り
既
に
貿
易
を
試
み
た
る
に
、
我
国
の
た
め
に
は
損
あ
り
て
益
な
し
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、

か
つ
ま
た
、
「
無
形
」
の
結
果
は
あ
く
ま
で
日
本
国
民
が
外
国
の
書
物
か
ら
或
い
は
見
聞
な
ど
か
ら
得
た
も
の
で
あ
っ
て
、
開
港
場
の
外
国
人
と
の
直

接
の
接
触
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
恰
も
か
つ
て
の
仏
教
伝
来
が
イ
ン
ド
人
、
中
国
人
と
の
雑
居
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
ご
く
少
数
の
留
学
生
・
帰
化
僧
に
学
ぶ
ほ
か
は
書
物
に
よ
っ
て
拡
ま
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
外
国
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
は
法
を
厳
し
く

し
て
防
止
す
る
べ
き
と
の
論
に
も
、
「
事
物
の
弊
害
を
防
ぐ
は
、
法
の
厳
な
る
に
由
ら
ず
し
て
、
其
法
の
行
は
る
〉
に
由
る
も
の
な
り
。
厳
法
と
難
ど

も
、
事
実
に
行
は
れ
ざ
れ
ば
無
法
に
等
し
き
の
み
」
と
し
て
、
法
の
施
行
者
と
な
る
べ
き
人
材
に
事
欠
く
実
情
を
指
摘
し
、
結
論
づ
け
て
日
く
「
今

日
の
急
務
は
、
唯
内
を
修
め
て
、
人
民
一
般
の
気
力
を
養
ひ
、
内
の
約
束
守
る
可
く
、
内
の
法
律
行
は
る
可
き
時
節
を
待
ち
、
外
国
人
を
し
て
事
実

我
法
律
の
下
に
立
た
し
む
る
を
得
る
の
場
合
に
至
て
、
始
て
其
雑
居
を
も
許
す
の
一
事
に
在
り
」
と
。
明
治
八
年
一
月
「
民
間
雑
誌
』
第
六
編
「
外

国
人
の
内
地
雑
居
許
す
べ
か
ら
ざ
る
の
論
」
（
「
全
集
」
⑩
五
一
八
頁
）
（
ま
た
、
明
治
八
年
一
月
「
明
六
雑
誌
」
二
六
号
「
内
地
旅
行
西
先
生
の
説
を
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駁
す
」
『
全
集
』
⑩
五
四
二
頁
）
。

尚
早
論
で
あ
る
か
ら
に
は
「
尚
ほ
早
し
」
と
の
棚
が
外
れ
れ
ば
良
い
理
屈
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
福
津
の
眼
か
ら
見
て
、
日
本
人
の
国
際
取
引
の

拙
さ
が
あ
る
程
度
克
服
さ
れ
、
法
の
執
行
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
安
心
感
が
得
ら
れ
た
明
治
十
年
代
半
ば
（
時
事
新
報
発
刊
以
降
）
に
至
っ
て
結

論
の
方
向
は
内
地
雑
居
肯
定
論
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
石
河
幹
明
『
福
津
諭
吉
伝
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
）
一
八
七
頁
（
お
よ
び
石
河

幹
明
『
福
津
諭
吉
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
一

O
年
）
三
一
一
二
頁
）
。
そ
れ
は
例
え
ば
明
治
二
六
年
九
月
二
三
日
・
二
四
日
社
説
「
非
内
地
雑
居
論
に
就

て
」
（
『
全
集
』
⑭
一
三
八
頁
）
で
あ
り
、
か
つ
て
の
自
説
で
あ
っ
た
尚
早
論
を
非
難
し
て
「
非
内
地
雑
居
論
者
中
に
は
、
内
地
雑
居
尚
早
し
と
云
ふ

其
尚
早
の
三
字
に
殊
に
重
き
を
置
き
、
頻
り
に
云
々
す
る
も
の
あ
れ
ど
も
、
此
尚
早
し
と
云
ふ
は
常
に
守
旧
因
循
、
新
に
就
く
こ
と
を
知
ら
ざ
る
も

の
、
口
癖
に
し
て
、
更
に
珍
し
か
ら
ず
。
：
：
：
漠
然
解
す
べ
か
ら
ざ
る
時
機
を
以
て
論
鋒
と
な
し
、
時
機
未
だ
到
ら
ず
、
時
尚
ほ
早
し
と
云
へ
ば
、
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之
に
対
し
て
異
を
容
る
こ
」
と
甚
だ
易
か
ら
ず
、
早
し
と
云
へ
ば
早
き
が
如
く
、
後
れ
た
り
と
云
へ
ば
後
れ
た
る
が
如
く
、
暖
昧
模
糊
の
聞
に
愚
人

を
蹄
着
す
る
無
二
の
口
実
に
し
て
、
至
極
安
泰
な
る
に
似
た
れ
」
り
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
か
つ
て
の
国
会
開
設
尚
早
論
者
を
指
弾
し
て
、
こ

の
「
守
旧
因
循
の
一
派
は
例
の
時
機
尚
ほ
早
し
の
定
文
句
」
を
持
ち
出
し
た
も
の
の
明
治
二
三
年
の
国
会
開
設
は
「
全
体
に
よ
り
評
す
る
と
き
は
兎

に
角
に
案
外
の
上
出
来
」
と
称
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
批
判
し
、
返
す
万
で
内
地
雑
居
尚
早
論
も
こ
れ
と
同
様
の
「
頑
迷
愚
味
、
旧
を
慕
ふ

て
新
に
就
く
を
知
ら
ざ
る
因
循
家
に
非
ざ
れ
ば
、
思
想
狭
媛
、
小
事
に
勇
に
し
て
大
事
に
怯
な
る
漢
儒
者
の
流
」
で
あ
る
と
ま
で
酷
評
し
て
や
ま
な
い
。

右
の
「
尚
早
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
非
難
す
る
く
だ
り
の
み
を
見
れ
ば
、
福
津
が
恰
も
鏡
に
向
か
っ
て
自
分
自
身
に
罵
言
を
吐
く
滑
稽
を
演
じ
て
い

る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
（
明
治
二
六
年
九
月
）
に
お
け
る
彼
の
日
本
の
国
力
に
関
す
る
評
価
は
、
西
欧
諸
国
に
比
し
て
未
だ
「
貧
愚
」
で

あ
る
と
し
つ
つ
も
、
「
蒸
気
、
電
信
、
郵
便
、
活
版
の
有
形
物
は
勿
論
、
政
事
、
文
学
、
無
形
の
こ
と
よ
り
、
人
聞
社
会
百
般
の
事
に
至
る
ま
で
、
皆

此
外
国
交
際
よ
り
生
じ
た
る
結
果
に
し
て
、
開
国
前
に
比
す
れ
ば
前
後
全
く
別
世
界
に
し
て
、
我
国
は
近
時
三
、
四
十
年
間
、
一
生
に
し
て
二
生
を

経
過
し
た
る
も
の
と
調
ふ
べ
く
、
新
日
本
の
名
あ
る
も
蓋
し
之
が
為
な
り
」
と
揚
言
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
外
交
・
通
商
に
よ
っ
て
日

本
社
会
が
「
開
化
」
を
遂
げ
た
こ
と
に
よ
る
安
心
感
が
彼
の
内
地
雑
居
論
の
結
論
を
華
麗
に
転
回
さ
せ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
同
）
「
英
吉
利
法
律
学
校
開
校
式
の
祝
辞
｜
｜
明
治
十
八
年
九
月
十
九
日
、
江
東
中
村
楼
に
て
｜
｜
」
福
津
子
帳
二
一
号
（
平
成
二
二
年
）
一
五
頁

以
下
、
松
崎
欣
一
「
福
津
諭
吉
の
演
説
｜
｜
英
吉
利
法
律
学
校
開
校
式
祝
辞
・
ゴ
一
回
演
説
会
最
後
の
演
説
l

｜
｜
」
近
代
日
本
研
究
三

O
巻
（
平
成
一

五
年
）
一
一
一
頁
以
下
（
松
崎
欣
一
『
語
り
手
と
し
て
の
福
津
諭
吉
こ
と
ば
を
武
器
と
し
て
』
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
一
七
年
）
所
収
）

0

（
円
）
狭
い
意
味
で
の
「
法
律
専
門
家
」
な
ら
ざ
る
福
揮
に
と
っ
て
、
時
々
の
法
律
問
題
に
関
す
る
知
見
を
得
る
ル

l
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
耳
学
問
で
あ

っ
た
ろ
う
し
、
こ
の
点
で
、
法
学
知
識
の
供
給
元
と
し
て
、
元
田
肇
、
増
島
六
一
郎
ら
、
身
近
な
法
律
家
が
英
法
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
看
過
し
え
な
い
。

緒
方
塾
以
来
の
友
人
で
あ
り
、
福
揮
の
最
期
を
看
取
っ
た
医
師
松
山
棟
庵
が
伝
え
る
逸
話
に
よ
れ
ば
、
「
小
幡
さ
ん
は
此
間
も
先
生
は
『
人
を
書
物

に
し
て
居
ら
れ
た
」
と
云
ふ
て
居
た
が
、
名
言
だ
と
思
ふ
。
才
智
の
働
き
の
鋭
い
事
と
云
ふ
た
ら
実
に
驚
く
べ
き
者
で
、
平
生
さ
う
書
見
も
し
て
居

ら
れ
ぬ
様
だ
が
、
い
ろ
／
＼
専
門
の
部
門
に
ま
で
精
通
し
て
居
ら
れ
た
は
、
即
ち
人
を
書
物
の
代
り
に
な
さ
る
か
ら
で
、
様
様
の
人
が
来
て
法
律
論

な
り
政
法
論
な
り
を
す
る
。
先
生
は
裏
か
ら
た
？
き
表
か
ら
こ
な
し
て
、
あ
ら
ん
限
云
は
し
た
末
に
、
自
分
の
思
想
と
練
り
合
は
し
て
或
新
し
い
も

の
を
発
見
さ
れ
る
、
そ
れ
を
以
て
ま
た
他
の
法
律
論
者
に
向
っ
て
行
く
と
、
ま
た
得
る
所
が
あ
る
、
前
の
人
聞
が
次
に
先
生
の
前
に
現
は
れ
る
と
、

モ
l
ハ
ヤ
先
生
の
方
が
ズ
ン
ト
豪
い
者
に
な
っ
て
居
る
」
（
傍
点
引
用
者
）
（
『
慶
鷹
義
塾
学
報
臨
時
増
刊
第
三
九
号
福
津
先
生
哀
悼
録
』
（
明
治
三
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四
年
五
月
、
復
刻
・
み
す
ず
書
一
房
、
昭
和
六
二
年
）
一
九
四
1
一
九
五
頁
）
。

（
却
）
た
だ
し
最
晩
年
に
は
周
知
の
よ
う
に
家
族
法
に
つ
い
て
民
法
の
解
釈
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
議
論
が
あ
る
、
「
女
大
学
評
論
」
『
全
集
」
⑥
四
七
五

ー
四
七
六
頁
（
但
し
引
用
条
文
に
誤
り
あ
り
）
。
中
川
善
之
助
「
福
津
諭
吉
と
身
分
法
」
小
池
隆
一
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
比
較
法
と
私
法
の
諸
問

題
』
（
慶
麿
通
信
、
昭
和
三
四
年
）
九
九
頁
以
下
。
ま
た
、
明
治
三
二
年
九
月
「
福
津
先
生
の
女
学
論
発
表
の
次
第
」
（
「
全
集
』
⑥
五
二
五

1
五
三
六

頁
）
に
、
「
日
本
社
会
に
て
空
前
の
一
大
変
革
は
新
民
法
の
発
布
な
り
。
就
中
親
族
編
の
如
き
は
、
古
来
日
本
に
行
は
れ
た
る
家
族
道
徳
の
主
義
を
根

抵
よ
り
破
壊
し
て
更
ら
に
新
主
義
を
注
入
し
、
然
か
も
之
を
居
家
処
世
の
実
際
に
適
用
す
可
し
と
云
ふ
非
常
の
大
変
化
に
し
て
、
所
謂
世
道
人
心
の

革
命
と
も
見
る
可
き
も
の
な
る
に
、
其
民
法
の
草
案
は
発
布
前
よ
り
早
く
流
布
し
て
広
く
世
人
の
目
に
触
れ
た
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
其
規
定
に
対
し

て
曾
て
異
論
を
唱
ふ
る
も
の
な
き
の
み
か
、
十
二
議
会
に
は
い
よ
／
＼
之
を
議
決
し
て
昨
年
七
月
よ
り
実
施
せ
ら
る
こ
」
と
冶
は
為
り
ぬ
。
先
生
は

此
有
様
を
見
て
恰
も
強
有
力
な
る
味
方
を
得
た
る
の
思
ひ
し
て
、
愉
快
白
か
ら
禁
ず
る
能
は
ざ
る
と
同
時
に
、
又
一
方
を
顧
み
れ
ば
新
条
約
実
施
の

期
限
は
本
年
七
月
と
定
ま
り
、
僅
々
一
年
の
後
に
は
外
国
人
も
内
地
に
雑
居
し
て
日
本
人
と
郷
党
隣
人
の
交
際
を
為
す
に
至
る
可
し
と
云
ふ
」
こ
と

か
ら
、
外
国
人
に
対
し
て
従
来
の
男
女
聞
の
関
係
の
「
醜
態
」
を
さ
ら
さ
な
い
よ
う
、
旧
習
の
矯
正
を
目
的
と
し
て
稿
を
な
し
た
と
い
う
所
以
が
語

ら
れ
て
い
る
。
福
津
最
晩
年
の
新
法
典
施
行
賛
成
論
（
お
よ
び
陸
奥
条
約
実
施
賛
成
論
）
を
如
実
に
示
し
て
い
る
（
最
晩
年
の
「
転
回
」
に
つ
い
て

は
拙
稿
・
前
掲
注
（
叩
）
を
参
照
）

0

（
引
）
中
村
菊
男
「
条
約
改
正
と
福
津
諭
吉
」
法
学
研
究
二
一
二
巻
八
号
（
昭
和
二
五
年
）
三
頁
。
井
上
馨
、
大
隈
重
信
に
よ
る
条
約
改
正
作
業
の
通
史

的
概
観
と
し
て
池
井
優
『
三
訂
日
本
外
交
史
概
説
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
四
年
）
四
六
頁
以
下
、
特
に
福
津
の
立
場
に
つ
い
て
北
岡
伸
一

『
独
立
自
尊
｜
｜
福
津
諭
吉
の
挑
戦
』
（
講
談
社
、
平
成
一
四
年
）
二
八
O
頁
以
下
参
照
。
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井
上
外
交
と
時
事
新
報
発
行
停
止
事
件

明
治
二
一
年
九
月
、
外
務
卿
が
福
津
に
と
っ
て
旧
知
の
寺
島
宗
則
か
ら
井
上
馨
へ
と
交
代
し
、
そ
の
井
上
を
議
長
と
し
て
条
約
改

正
予
備
会
議
が
外
務
省
で
開
始
さ
れ
た
の
は
明
治
一
五
年
一
月
二
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
予
備
会
議
に
お
け
る
裁
判
権
回
復
交
渉



は
、
明
治
二
二
年
制
定
の
旧
刑
法
・
治
罪
法
等
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
た
。

福
津
は
、
未
だ
明
治
一
四
年
政
変
の
余
韻
冷
め
や
ら
ぬ
こ
の
と
き
に
も
井
上
の
条
約
改
正
実
現
へ
の
切
望
を
表
し
、
「
近
年
法
律

を
改
正
し
、
監
獄
の
体
裁
を
変
革
し
た
る
も
内
国
の
民
情
を
察
し
て
然
る
も
の
な
り
と
聞
く
と
難
ど
も
、
又
一
方
よ
り
考
れ
ば
外
務

官
が
外
人
に
対
し
て
治
外
法
権
の
事
を
談
ず
る
に
、
是
等
の
改
革
あ
れ
ば
自
ら
談
ず
る
に
易
き
意
味
も
あ
ら
ん
」
と
し
て
、
旧
刑

法
・
治
罪
法
に
言
及
し
つ
つ
も
、
「
今
の
国
勢
に
て
は
我
輩
の
翼
望
は
決
し
て
達
す
る
こ
と
能
は
ず
し
て
唯
一
場
の
嘆
息
に
附
す
る

の
外
な
か
る
可
し
」
と
悲
観
論
を
陳
べ
る
。
日
く
「
今
の
禽
獣
世
界
に
於
て
立
国
の
基
は
腕
力
に
在
り
と
云
ふ
も
可
な
り
。
其
の
基

未
だ
立
た
ず
し
て
其
の
末
を
求
め
、
僅
に
外
務
の
官
吏
に
望
て
事
の
成
敗
を
期
す
る
が
如
き
は
、
迂
闘
の
談
と
云
ふ
可
き
の
み
。
外

務
官
の
働
は
国
勢
を
後
楯
に
し
て
政
府
の
権
力
に
拠
り
、
此
勢
力
を
巧
に
利
用
す
る
に
止
て
、
結
局
事
の
成
敗
は
其
人
に
在
ら
ず
し

て
全
体
の
勢
力
に
存
す
る
の
み
」
と
（
明
治
一
五
年
三
月
七
日
「
条
約
改
正
」
『
全
集
』
⑧
二
O
頁）。

外
務
卿
井
上
は
、
明
治
一
五
年
四
月
五
日
、
第
九
回
条
約
改
正
予
備
会
議
に
お
い
て
「
日
本
全
国
ヲ
外
国
人
ニ
啓
キ
テ
其
日
本
法

律
ニ
服
従
ス
ル
上
ハ
、
何
ノ
場
所
ヲ
問
ハ
ス
入
居
ス
ル
ヲ
許
可
」
す
る
と
い
う
、
治
外
法
権
の
撤
廃
と
引
き
替
え
に
外
国
人
日
本
国

内
に
お
け
る
活
動
、
営
業
の
自
由
を
保
障
し
、
日
本
国
内
を
完
全
に
開
放
す
る
と
い
う
大
胆
な
提
案
を
行
っ
た
。
次
い
で
六
月
一
日

福j宰諭吉の法典論（高田晴仁）

エ
ジ
プ
ト
、
混
合
裁
判
所
に
倣
っ
て
、
渉
外
事
件
に
対
処
す
る
た
め
に
日
本
人
・
外
国
人
両
裁
判
官
を
も

っ
て
構
成
す
る
混
合
裁
判
所
を
設
置
し
、
ま
た
、
外
国
人
に
日
本
が
「
泰
西
法
律
の
主
義
（
宝
ロ
♀
－
2
え
者
2
8
5
Z当
）
と
符
号
せ

る
や
否
や
を
了
知
せ
し
め
る
」
措
置
と
し
て
、
改
正
条
約
実
施
の
日
ま
で
に
基
本
的
な
諸
法
律
を
完
成
し
、
「
外
国
人
通
知
の
為
め

少
く
も
一
の
欧
文
に
正
訳
し
て
之
を
頒
布
す
る
」
こ
と
等
を
提
案
す
る
に
至
っ
た
。
だ
が
英
公
使
パ

l
ク
ス
は
西
洋
法
に
倣
っ
た
日

本
法
の
制
定
を
み
る
ま
で
は
治
外
法
権
を
存
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
明
治
一
七
年
四
月
一

O
日
、
パ
ー
ク
ス
の
後

任
者
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
、
治
外
法
権
の
撤
廃
交
渉
に
入
る
基
本
的
な
条
件
と
し
て
「
民
法
・
商
法
並
ニ
訴
訟
法
ノ
完
備
シ
且
其
翻
訳
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と
を
突
き
つ
け
て
き
た
。
し
か
も
当
初
か
ら
交
渉
開
始
後
は
や
は
り
エ
ジ
プ
ト
と
同
様
の
混
合
裁
判
所
を
押
し
つ
け
る
意
図
が
あ
っ

た
と
い
う
。
果
た
し
て
明
治
一
九
年
五
月
一
日
、
条
約
改
正
会
議
は
混
合
裁
判
所
の
設
置
を
所
与
の
内
容
と
し
、
そ
の
使
用
一
言
語
、
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組
織
・
権
限
等
を
巡
っ
て
議
論
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
福
津
に
と
っ
て
治
外
法
権
こ
そ
が
国
の
独
立
に
と
っ
て
害
毒
の
最
た
る
も
の
と
目
さ
れ
こ
と
は
「
治
外
法
権
は
人
間
世

界
に
あ
る
ま
じ
き
事
柄
な
り
」
と
論
じ
た
「
条
約
改
正
論
」
に
明
ら
か
で
あ
る
（
明
治
一
七
年
五
月
三
三
日
1
二
九
日
「
条
約
改
正
論
」

『
全
集
』
⑨
五
O
コ
一
頁
）
。
す
な
わ
ち
「
某
国
人
ニ
シ
テ
法
ヲ
犯
ス
ト
キ
ハ
某
国
ノ
領
事
コ
レ
ヲ
吟
味
シ
其
国
ノ
法
律
ニ
照
ラ
シ
テ
コ

レ
ヲ
罰
ス
ベ
シ
」
と
い
う
極
簡
単
か
つ
適
用
範
囲
の
明
確
な
ら
ざ
る
「
条
約
面
上
に
就
て
、
治
外
法
権
の
次
第
を
熟
読
す
る
と
き
は
、

強
ち
国
の
存
亡
に
関
す
る
程
の
大
害
と
も
思
は
れ
ざ
る
に
、
退
て
今
日
治
外
法
権
施
行
上
の
実
際
を
顧
み
れ
ば
、
弊
害
百
端
、
実
に

名
状
す
べ
か
ら
ず
、
何
様
何
程
に
無
理
無
法
の
事
柄
に
で
も
治
外
法
権
中
に
含
有
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
く
、
国
を
立
て
ん
か
、
治

外
法
権
の
存
続
を
許
す
べ
か
ら
ず
、
治
外
法
権
を
存
続
せ
し
め
ん
か
、
国
を
立
つ
る
こ
と
能
は
ず
、
立
国
と
治
外
法
権
と
は
同
時
同

処
に
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
の
実
勢
あ
る
こ
と
を
発
明
す
る
に
至
り
た
り
」
（
五
二
頁
）
。
か
つ
ま
た
「
外
国
人
は
何
故
に
治
外
法
権

の
撤
去
を
恐
る
、
や
」
と
論
じ
る
中
に
、
恰
も
目
前
の
欧
米
人
に
向
か
い
声
を
大
に
し
て
切
論
す
る
が
如
く
、
「
日
本
の
法
律
は
不

完
全
な
り
、
日
本
の
法
官
は
不
熟
練
な
り
、
故
に
君
等
欧
米
人
は
日
本
の
法
律
の
下
に
立
つ
こ
と
を
肯
ん
ぜ
ず
と
云
ふ
か
。
成
る
程

我
日
本
の
法
律
に
も
尚
ほ
甚
だ
不
完
全
な
る
所
も
あ
ら
ん
、
不
熟
練
な
る
法
官
も
あ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
我
輩
試
に
君
等
に
反
問
せ
ん
、

世
界
中
何
れ
の
国
か
法
律
完
全
な
り
法
官
熟
練
な
り
と
称
す
る
に
足
る
も
の
あ
る
や
、
決
し
て
こ
れ
な
か
る
べ
し
。
唯
不
完
全
同
士

の
中
に
て
幾
分
の
差
異
あ
り
と
云
ふ
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
自
他
一
般
不
完
全
至
極
な
る
今
の
世
の
中
に
当
り
、
日
本
の
法
律
に
限
り

て
君
等
の
生
命
財
産
を
委
托
す
る
に
足
ら
ず
と
云
ふ
は
、
無
理
も
甚
だ
し
か
る
べ
し
」
（
五
一
九
頁
）
。
「
故
に
君
等
が
自
国
の
法
律

に
従
へ
ば
安
心
な
り
、
他
国
の
法
律
に
従
へ
ば
不
安
心
な
り
と
一
五
ふ
は
、
真
実
に
其
法
の
性
質
を
吟
味
し
て
自
身
に
関
す
る
利
害
を

熟
慮
し
た
る
に
は
非
ず
、
唯
自
国
の
法
は
生
来
慣
れ
た
る
が
故
に
安
心
な
ら
ん
と
思
ふ
の
み
」
云
々
と
珍
し
く
感
情
を
表
に
出
し
た



か
の
よ
う
な
筆
で
彼
ら
の
人
種
差
別
的
偏
見
を
扶
り
だ
し
て
反
省
を
迫
る
。
「
君
等
に
し
て
治
外
法
権
の
一
事
さ
へ
な
く
ば
、
日
本

全
国
を
打
開
き
て
君
等
と
同
じ
く
こ
れ
に
住
し
、
永
く
親
愛
の
盟
約
を
泳
へ
ざ
ら
ん
こ
と
、
我
輩
の
固
よ
り
願
ふ
所
な
り
」
（
五
二

一頁）。
見
逃
し
得
な
い
福
津
の
論
調
は
、
井
上
が
条
約
改
正
予
備
交
渉
に
お
い
て
諸
外
国
よ
り
「
泰
西
主
義
」
に
基
づ
く
法
典
を
要
求
さ

れ
、
そ
の
編
纂
を
必
須
と
み
た
政
府
の
立
場
に
対
し
て
、
ほ
ん
ら
い
死
文
で
あ
る
「
法
典
」
と
い
う
形
式
を
重
要
視
す
る
こ
と
の
拙

劣
さ
を
訴
え
る
点
で
あ
る
。
政
府
と
こ
う
し
た
福
津
の
立
場
の
対
立
は
以
後
も
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
福
津
が
ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
の
起
草
に
係
る
明
治
一
五
年
一
月
に
施
行
さ
れ
た
旧
刑
法
・
治
罪
法
に
つ
い
て
好
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

例
え
ば
、
旧
刑
法
・
治
罪
法
の
下
で
行
わ
れ
た
河
野
広
中
ら
に
対
す
る
福
島
事
件
高
等
法
院
公
判
の
手
続
が
予
想
を
良
い
方
向
に

裏
切
っ
て
フ
ェ
ア
で
あ
っ
た
一
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
激
賞
し
て
い
わ
く
「
実
に
此
公
判
の
公
明
正
大
な
る
は
満
天
下
千
万

人
の
予
想
外
に
出
で
、
且
つ
喫
驚
し
且
つ
感
嘆
せ
ざ
る
者
な
し
。
此
喫
驚
感
嘆
の
声
は
忽
ち
太
平
洋
を
横
断
し
て
米
国
人
民
の
耳
底

福i畢諭吉の法典論（高田晴仁）

に
達
し
、
更
に
東
行
し
て
欧
州
各
国
人
民
の
聞
く
所
と
な
り
、
早
晩
内
外
国
民
の
思
想
を
一
変
す
る
に
至
る
べ
き
や
疑
い
を
容
れ
ざ

る
な
り
。
昔
日
の
法
律
の
未
だ
不
完
全
な
る
の
時
に
当
り
て
は
、
法
廷
が
人
を
罪
す
る
に
、
先
づ
其
人
の
有
罪
な
る
を
予
定
し
、
其

人
白
か
ら
無
罪
な
る
を
証
明
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
き
は
即
ち
有
罪
な
り
と
定
め
た
り
と
難
ど
も
、
文
明
の
法
律
は
然
ら
ず
、
訴
を

断
ず
る
に
当
り
て
先
づ
被
告
当
人
を
無
罪
な
り
と
予
定
し
、
果
た
し
て
其
有
罪
な
る
を
証
明
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
と
き
は
即
ち
無
罪

な
り
と
判
定
す
る
の
精
神
な
り
。
今
高
等
法
院
の
公
判
を
見
る
に
、
其
精
神
の
在
る
所
柄
然
と
し
て
蔽
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。

是
即
ち
内
外
人
民
が
感
嘆
欣
喜
し
て
措
く
能
は
ざ
る
所
以
な
り
」
。
さ
ら
に
そ
も
そ
も
「
治
外
法
権
は
対
等
の
国
に
向
て
施
す
べ
か

ら
ざ
る
の
法
な
り
」
と
し
て
諸
外
国
を
痛
撃
し
て
い
う
。
「
今
回
高
等
法
院
福
島
事
件
の
公
判
の
如
き
、
外
客
は
之
を
聞
見
し
て
如

何
の
感
を
為
す
可
き
や
。
日
本
の
法
律
は
不
完
全
な
り
日
本
の
法
廷
は
不
始
末
な
り
云
々
の
口
実
は
、
三
十
年
前
に
行
は
る
、
も
今
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日
は
既
に
通
用
す
可
ら
ず
と
の
理
由
を
発
明
す
可
き
や
否
や
」
と
（
明
治
一
六
年
八
月
八
日
「
高
等
法
院
の
福
島
事
件
判
決
」
「
全
集
』

⑨
二
八
頁
）
。
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ま
た
、
「
法
必
ず
信
」
と
題
し
て
馬
場
辰
猪
、
大
石
正
巳
の
爆
裂
薬
事
件
裁
判
を
論
ず
る
中
に
（
明
治
一
九
年
六
月
四
日
社
説
『
全

集
』
⑪
三
五
頁
）
日
く
、
外
国
か
ら
治
外
法
権
を
廃
す
る
に
つ
い
て
の
「
故
障
の
筋
は
単
に
法
律
の
寛
厳
剛
柔
如
何
の
一
点
に
集
ま

る
も
の
冶
如
く
な
り
し
に
、
幸
に
し
て
我
日
本
政
府
も
維
新
以
来
政
治
改
革
の
引
続
き
に
由
り
、
内
外
の
民
情
形
勢
を
視
察
し
て
大

に
法
律
を
改
め
、
明
治
三
年
初
め
て
頒
布
し
た
る
新
律
綱
領
は
、
同
六
年
に
改
ま
り
て
改
定
律
例
と
な
り
、
又
明
治
十
五
年
に
至
り

て
刑
法
治
罪
法
の
頒
布
を
以
て
改
定
律
例
を
も
廃
し
た
り
。
当
初
の
新
律
綱
領
に
で
も
、
之
を
我
旧
法
律
に
比
較
す
れ
ば
雲
泥
の
相

違
に
し
て
、
世
の
耳
目
を
驚
か
し
た
る
尚
ほ
そ
の
上
に
、
爾
来
再
度
の
改
良
を
加
へ
て
刑
法
治
罪
法
と
為
り
、
今
は
殆
ん
ど
完
全
無

紋
の
法
律
に
し
て
、
世
界
に
文
明
国
多
し
と
難
ど
も
、
其
法
律
文
を
以
て
之
を
我
日
本
現
行
の
も
の
に
対
照
す
る
に
、
其
箇
条
は
兎

も
角
も
、
法
の
精
神
は
曾
て
相
違
あ
る
こ
と
な
し
」
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
外
国
人
が
治
外
法
権
の
廃
止
に
臆
賭
す
る
の
は
、
「
我
現

行
の
法
律
文
を
非
と
す
る
に
あ
ら
ず
、
又
そ
の
法
の
実
施
に
当
り
て
我
政
府
の
無
力
を
疑
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
：
：
：
日
本
は
亜
細

亜
の
一
固
な
り
と
聞
い
て
先
入
す
る
所
主
と
な
り
」
、
他
の
文
明
固
と
同
様
に
そ
の
法
律
が
実
施
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
不
安
感
が

大
き
い
が
ゆ
え
で
あ
る
と
分
析
し
た
。
「
法
必
ず
信
」
と
い
う
「
法
」
は
実
は
旧
刑
法
・
治
罪
法
を
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
旧
刑
法
・
治
罪
法
へ
の
高
い
評
価
の
理
由
は
恐
ら
く
刑
事
立
法
に
お
け
る
漸
進
主
義
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
明
治
政

府
は
、
維
新
後
い
ち
早
く
新
律
綱
領
（
明
治
三
年
）
と
こ
れ
を
補
う
改
定
律
例
（
明
治
六
年
）
と
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
明
律
・

清
律
、
わ
が
国
の
養
老
律
や
公
事
方
御
定
書
な
ど
を
参
考
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
残
虐
刑
を
許
し
、
罪
刑
法
定
主
義
を
採

用
し
な
い
（
「
不
応
為
」
等
）
と
い
っ
た
今
日
的
な
観
点
か
ら
は
近
代
法
と
称
し
え
な
い
要
素
を
多
分
に
含
む
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
福
津
の
日
か
ら
見
れ
ば
法
が
公
布
さ
れ
る
と
い
う
一
点
を
と
っ
て
も
維
新
以
前
の
「
我
旧
法
律
に
比
較
す
れ
ば
雲
泥
の
相

違
」
で
あ
り
、
「
む
か
し
の
事
を
思
へ
ば
今
日
は
是
れ
黄
金
世
界
と
も
申
す
可
き
」
（
明
治
一
九
年
二
月
九
日
社
説
「
法
律
慣
行
の
改



革
は
独
立
独
断
を
以
て
す
可
し
」
『
全
集
』
⑪
一
二
二
二
頁
）
と
揚
言
さ
れ
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
学

問
の
す
冶
め
』
に
お
い
て
「
政
府
は
既
に
国
民
の
総
名
代
と
な
り
て
事
を
為
す
可
き
権
を
得
た
る
も
の
な
れ
ば
、
政
府
の
為
す
事
は

即
ち
国
民
の
為
す
事
に
て
、
国
民
は
必
ず
政
府
の
法
に
従
は
ざ
る
可
ら
ず
。
是
亦
国
民
と
政
府
と
の
約
束
な
り
。
故
に
国
民
の
政
府

に
従
ふ
は
、
政
府
の
作
り
し
法
に
従
ふ
に
非
ず
、
白
か
ら
作
り
し
法
に
従
ふ
な
り
。
国
民
の
法
を
破
る
は
、
政
府
の
作
り
し
法
を
破

る
に
非
ず
、
白
か
ら
作
り
し
法
を
破
る
な
り
。
其
法
を
破
て
刑
罰
を
被
る
は
、
政
府
に
罰
せ
ら
る
冶
に
非
ず
、
自
ら
定
め
し
法
に
由

て
罰
せ
ら
る
冶
な
り
」
（
六
編
「
国
法
の
貴
き
を
論
ず
」
『
全
集
』
③
六
三
頁
）
と
し
て
、
社
会
契
約
説
（
統
治
契
約
）
に
基
礎
を
お
い
た

遵
法
主
義
か
ら
説
き
起
こ
し
、
こ
の
近
代
法
の
原
理
を
敷
桁
し
て
私
裁
・
敵
討
の
宜
し
か
ら
ざ
る
由
縁
（
赤
穂
不
義
士
論
と
政
敵
暗

殺
の
否
定
）
を
述
べ
た
の
は
明
治
七
年
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
刑
事
法
と
し
て
は
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
施
行
下
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

明
治
初
年
の
政
府
は
、
旧
幕
時
代
の
刑
法
か
ら
良
か
れ
悪
し
か
れ
継
ぎ
目
の
な
い
形
で
中
国
法
を
継
受
し
た
刑
法
を
徐
々
に
制
定

し
て
い
き
、
そ
の
先
に
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
に
よ
る
西
洋
法
継
受
へ
と
漸
進
し
た
こ
の
旧
刑
法
・
治
罪
法
に
関
し
て
は
、
こ
の
後
福
津
が

執
揃
に
追
及
す
る
わ
が
国
の
民
情
風
俗
に
反
し
民
智
の
追
い
つ
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
も
の
と
す
る
法
典
へ
の
批
判
の
矛
先
は
向
け
ら

福j畢諭吉の法典論（高田晴仁）

れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
成
功
例
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
井
上
は
明
治
一
九
年
八
月
六
日
、
法
律
取
調
委
員
会
を
外
務
省
に
設
置
し
条
約
改
正
交
渉
か
ら
出
た
英
独
案
に
則
っ
て
法

典
の
編
纂
を
開
始
し
た
。

福
津
は
井
上
の
条
約
改
正
作
業
の
進
行
を
賀
し
つ
つ
、
「
日
本
国
の
法
律
が
能
く
西
洋
諸
国
人
の
心
身
に
適
し
、
能
く
此
人
を
容

れ
て
此
法
律
の
下
に
置
く
に
足
る
可
し
と
確
に
安
心
の
出
来
し
よ
り
、
彼
方
に
於
て
も
其
治
外
法
権
を
棄
て
冶
内
治
に
雑
居
と
決
定

し
た
る
こ
と
な
ら
ん
」
と
し
つ
つ
、
西
洋
人
は
日
本
の
法
律
規
則
に
不
慣
れ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
内
地
開
放
の
前
に
は
「
尚
ほ
多
少

の
改
良
を
所
望
す
る
こ
と
も
あ
る
可
し
。
：
：
：
之
を
改
め
て
、
我
内
治
に
妨
げ
な
き
限
り
は
決
し
て
旧
物
を
愛
寄
す
る
に
足
ら
ず
、
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彼
の
催
促
を
待
た
ず
し
て
我
れ
よ
り
進
ん
で
改
良
に
着
手
す
る
こ
そ
得
策
な
る
可
し
。
灰
に
聞
く
所
に
拠
れ
ば
、
政
府
に
で
も
近
来

は
法
律
諸
規
則
の
取
調
べ
に
忙
し
と
云
ふ
。
：
：
：
我
輩
の
所
望
を
云
へ
ば
、
今
度
法
律
諸
規
則
を
改
正
し
又
新
に
取
調
べ
、
之
を
完
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全
し
て
公
布
す
る
ま
で
は
余
ほ
ど
の
時
日
を
費
す
可
き
な
れ
ば
、
：
：
：
今
よ
り
明
白
に
眼
に
見
え
て
疑
い
な
き
箇
条
は
、
其
箇
条
だ

け
を
速
に
云
々
し
て
公
布
あ
ら
し
め
た
き
も
の
な
り
。
等
し
く
改
正
新
調
す
る
法
則
の
公
布
に
就
き
、
僅
に
一
両
年
の
遅
速
を
争
ふ

は
性
急
な
る
に
似
た
れ
ど
も
、
本
来
我
人
民
は
其
文
明
の
度
尚
ほ
未
だ
高
か
ら
ず
し
て
、
動
も
す
れ
ば
政
府
よ
り
幼
稚
視
せ
ら
れ
た

る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
於
て
幼
稚
な
る
趣
も
少
な
か
ら
、
さ
る
こ
と
な
れ
ば
、
法
律
諸
規
則
を
一
時
に
大
い
に
改
革
し
て
之
を
示
し

た
ら
ば
、
或
は
其
新
奇
に
舷
惑
狼
狽
し
て
方
向
を
誤
る
が
如
き
憂
な
し
と
も
一
五
ふ
可
ら
ず
」
。
「
我
輩
は
彼
の
世
上
普
通
の
論
客
の
如

く
、
唯
漫
に
現
在
の
法
律
慣
行
に
向
て
不
平
を
唱
ふ
る
者
に
あ
ら
ず
。
む
か
し
の
事
を
思
へ
ば
今
日
は
是
れ
黄
金
世
界
と
も
申
す
可

き
な
れ
ど
も
、
内
地
放
問
、
外
人
入
来
と
定
ま
り
た
る
上
に
て
、
外
人
の
注
文
の
た
め
に
我
法
律
慣
行
を
改
め
た
り
と
あ
り
て
は
、

知
何
に
も
残
念
に
堪
へ
ざ
る
が
故
に
、
等
し
く
改
る
も
の
な
ら
ば
今
の
日
に
当
り
独
立
独
断
の
改
革
を
以
て
得
策
と
す
る
者
な
り
。
」

（
前
出
「
法
律
慣
行
の
改
革
は
独
立
独
断
を
以
て
す
可
し
」
『
全
集
」
⑪
一
二
三
頁
）
。

商
法
を
含
む
諸
法
律
に
つ
い
て
「
独
立
独
断
の
改
革
」
を
望
み
な
が
ら
も
、
他
方
で
外
交
交
渉
の
場
か
ら
日
本
の
法
典
編
纂
の
要

望
が
出
て
く
る
こ
と
を
「
残
念
に
堪
へ
ざ
る
」
と
の
み
表
現
し
た
の
は
未
だ
事
態
の
推
移
に
楽
観
的
で
あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
。
だ

が
こ
こ
に
お
い
て
法
典
の
急
発
を
危
倶
す
る
論
調
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
鹿
鳴
館
外
交
華
や
か
な
り
し
こ
の
時
期
に
は
明
治
二

O
年
四
月
二

O
日
フ
ァ
ン
シ
ー
ボ
l
ル
招
待
固
辞
の
逸
話
も
知
ら
れ

る
が
、
そ
の
二
日
後
、
第
二
六
回
条
約
改
正
会
議
に
お
い
て
裁
判
管
轄
条
約
案
が
成
立
し
、
内
地
雑
居
を
認
め
る
代
わ
り
に
欧
米
諸

国
が
関
税
率
引
き
上
げ
と
領
事
裁
判
権
の
撤
去
を
認
め
る
方
針
が
示
さ
れ
た
。
が
、
そ
こ
に
は
日
本
が
「
泰
西
主
義
」
に
よ
る
法
典

を
編
纂
し
、
欧
米
人
の
判
検
事
を
任
用
す
る
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
同
年
六
月
一
日
に
司
法

省
法
律
顧
問
ボ
ワ
ソ
ナ
i
ド
の
意
見
書
と
言
わ
れ
る
文
書
、
ま
た
、
七
月
三
日
に
農
商
務
相
谷
干
城
の
条
約
反
対
意
見
書
が
提
出
さ



れ
、
井
上
案
と
欧
化
政
策
へ
の
反
動
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
福
津
の
筆
が
鋭
敏
に
反
応
す
る
の
で
あ
る
が
、
当

の
福
津
自
身
も
驚
い
た
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
明
治
二

O
年
六
月
二

O
日
社
説
「
条
約
改
正
は
時
宜
に
由
り
中
止
す
る
も
遺
憾
な
し
」
（
「
全

集
』
⑪
二
八
六
頁
）
を
各
め
ら
れ
て
の
時
事
新
報
の
二
度
目
の
発
行
停
止
で
あ
る
。

以
後
の
論
調
と
異
な
り
、
こ
の
社
説
に
は
当
局
（
こ
の
と
き
は
井
上
）
に
よ
る
条
約
改
正
交
渉
そ
れ
自
体
に
対
す
る
辛
棟
な
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鹿
鳴
館
外
交
の
ご
と
き
「
西
洋
交
際
法
の
流
行
は
兎
も
角
も
、
当
局
者
が
ひ
た
す
ら
事
の
成
功
を

急
ぐ
の
余
り
改
正
条
約
中
に
は
我
国
の
民
情
風
俗
に
不
適
当
な
る
法
律
を
製
造
し
、
し
か
も
其
法
律
を
執
行
す
る
に
外
国
人
の
法
官

を
し
て
我
裁
判
に
参
加
せ
し
む
る
の
約
束
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
」
を
聞
い
た
福
津
が
「
当
局
者
が
条
約
改
正
の
た
め
に
熱
心
努
力
す

る
其
志
は
嘉
す
べ
き
も
、
有
め
に
も
国
の
主
権
を
損
す
る
が
如
き
こ
と
は
断
じ
て
許
せ
な
い
」
と
い
う
動
機
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、

条
約
改
正
と
法
典
編
纂
の
双
方
へ
の
批
判
の
基
本
的
論
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
長
文
を
厭
わ
ず
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
て
お
く
。

「
我
日
本
国
が
諸
外
国
と
条
約
を
結
び
し
以
来
、
外
国
人
の
為
め
居
留
地
な
る
も
の
を
設
け
て
、
日
本
国
土
に
て
あ
り
な
が
ら
日
本
の
国

法
の
行
は
れ
ざ
る
は
不
都
合
な
り
、
又
外
国
人
が
日
本
国
に
於
て
罪
を
犯
す
こ
と
あ
る
と
き
は
、
日
本
の
国
法
に
従
は
ず
し
て
其
犯
罪
者
の

福j畢諭吉の法典論（高田晴仁）

本
国
の
法
に
由
て
之
を
罰
す
る
の
約
束
な
れ
ど
も
、
是
れ
も
独
立
の
国
権
に
於
て
不
体
裁
な
り
云
々
の
議
論
よ
り
し
て
、
条
約
改
正
の
事
に

及
び
、
今
度
の
改
正
案
に
は
右
等
の
不
都
合
不
体
裁
を
除
き
去
り
、
日
本
国
の
内
地
を
放
開
し
て
諸
外
国
人
を
容
れ
、
之
を
取
扱
ふ
に
日
本

の
国
法
を
以
て
す
る
こ
と
日
本
人
に
異
な
る
こ
と
な
か
る
可
し
と
の
風
間
あ
り
。
即
ち
外
国
人
の
治
外
法
権
を
撤
廃
し
て
内
地
雑
居
を
許
す

と
は
此
事
に
し
て
、
我
輩
の
甚
だ
喜
ぶ
所
の
も
の
な
り
。
然
り
と
難
ど
も
其
こ
れ
を
撤
去
し
て
内
地
雑
居
の
実
際
に
当
り
、
今
年
今
日
ま
で

日
本
に
行
は
れ
た
る
法
律
諸
規
則
を
其
ま
、
に
し
て
直
に
以
て
外
国
人
の
取
扱
ひ
に
用
ゆ
可
き
や
、
我
輩
の
窃
に
案
ず
る
所
を
以
て
す
れ
ば
、

必
ず
然
る
を
得
べ
か
ら
ず
。
我
国
法
の
性
質
決
し
て
不
良
な
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
開
閥
以
来
習
俗
慣
行
を
殊
に
す
る
外
国
人
の
為
め
に

21ラ

は
、
或
は
不
適
当
の
箇
条
も
多
か
る
可
き
こ
と
な
れ
ば
、
特
に
之
に
適
せ
し
め
ん
と
て
改
正
を
加
ふ
る
の
要
用
を
見
出
す
こ
と
な
ら
ん
。
扱
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こ
の
一
段
に
至
り
て
何
れ
の
辺
に
ま
で
進
ん
で
改
正
す
可
き
や
、
此
一
義
は
甚
だ
大
切
な
る
問
題
と
存
ず
る
な
り
。
抑
も
一
国
の
法
律
は
国

の
民
情
習
俗
よ
り
発
達
成
育
し
た
る
も
の
に
し
て
、
決
し
て
人
為
の
製
造
物
に
非
ず
。
法
を
善
し
と
称
し
悪
し
と
称
す
る
も
、
其
法
の
性
質
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如
何
に
あ
ら
ず
し
て
、
其
民
情
習
俗
に
適
す
る
と
適
さ
ざ
る
と
に
在
る
の
み
。
英
仏
の
法
律
善
良
な
り
と
称
す
る
も
、
之
を
露
国
に
施
し
て

不
適
当
な
る
と
き
は
悪
法
な
り
と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
支
那
の
国
法
不
完
全
な
る
も
、
之
に
由
り
て
其
国
の
安
寧
繁
栄
を
維
持
す
る
と
き
は

亦
良
法
な
り
と
云
ふ
可
し
。
左
れ
ば
に
や
我
国
に
て
も
維
新
以
来
毎
度
法
律
を
改
正
し
、
其
由
て
来
る
所
は
専
ら
西
洋
文
明
国
の
法
に
則
と

る
も
の
な
り
と
難
ど
も
、
其
ま
、
に
て
は
固
よ
り
実
際
に
用
ゆ
可
ら
ず
、
立
法
官
の
意
見
を
以
て
大
に
取
捨
を
加
へ
、
或
は
律
書
の
文
面
に

は
斯
く
と
記
し
て
も
、
他
の
規
則
を
以
て
之
を
補
ふ
な
ど
し
て
、
始
め
て
用
を
為
す
の
事
実
は
人
の
知
る
所
な
ら
ん
。
其
故
は
何
ぞ
や
。
我

国
の
人
文
は
西
洋
諸
国
に
異
な
り
、
西
洋
の
良
法
も
我
国
に
て
は
良
法
た
る
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。

右
は
争
ふ
可
か
ら
ざ
る
事
実
の
要
に
し
て
、
扱
今
回
条
約
改
正
の
事
に
臨
み
、
今
の
法
律
諸
規
則
を
今
の
ま
、
に
し
て
は
、
雑
居
の
外
国

人
に
於
て
難
渋
な
る
所
も
あ
る
可
し
。
左
れ
ば
と
て
外
国
人
の
為
め
に
至
極
至
便
な
る
法
を
作
る
は
、
日
本
の
民
情
習
俗
よ
り
発
達
成
育
し

た
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
所
謂
人
為
の
製
造
物
な
る
が
故
に
、
我
国
民
の
為
め
に
不
都
合
な
る
可
し
。
雑
居
の
外
国
人
は
誠
に
僅
々
た

る
少
数
な
る
に
、
此
少
数
の
都
合
の
為
め
に
大
多
数
な
る
日
本
全
国
民
に
不
都
合
な
る
法
律
を
製
造
す
る
が
如
き
あ
り
て
は
、
立
国
の
不
利

こ
れ
よ
り
大
な
る
は
あ
る
可
ら
ず
。
窃
に
案
ず
る
に
、
外
国
人
に
適
当
す
る
法
律
と
あ
れ
ば
、
現
行
の
法
律
に
幾
分
か
寛
大
の
精
神
を
加
ふ

る
こ
と
な
ら
ん
。
法
の
寛
大
自
由
な
る
は
素
よ
り
我
輩
の
巽
ふ
所
に
し
て
、
仮
令
ひ
外
国
人
の
来
り
て
雑
居
す
る
な
き
も
、
我
人
文
の
許
す

限
り
は
次
第
／
＼
に
寛
大
の
方
向
に
進
ん
で
、
次
第
／
＼
に
改
正
す
る
こ
そ
願
は
し
く
、
又
我
一
身
の
私
の
為
め
に
も
甚
だ
便
利
な
れ
ど
も
、

百
年
の
利
害
を
察
し
て
全
国
の
大
局
に
眼
を
注
ぐ
と
き
は
、
我
々
日
本
国
民
は
今
日
尚
ほ
未
だ
純
然
た
る
西
洋
流
の
法
律
に
慣
れ
ざ
る
も
の

と
云
は
ざ
る
を
得
ず
。
有
も
之
に
慣
れ
ず
と
あ
れ
ば
、
法
の
良
否
に
拘
ら
ず
、
必
ず
無
害
を
保
つ
可
ら
ず
。
我
輩
が
私
心
を
去
て
国
の
為
め

に
憂
ふ
所
の
も
の
な
り
。
且
又
法
律
の
寛
厳
良
否
に
論
な
く
、
其
法
を
議
定
し
て
之
を
施
行
す
る
は
自
国
の
主
権
に
し
て
、
荷
も
我
本
意
に

あ
ら
ざ
る
所
の
も
の
は
断
じ
て
之
を
採
ら
ず
。
独
立
国
の
本
色
は
唯
こ
の
一
点
に
在
て
存
す
る
の
み
。
然
る
に
今
条
約
を
改
正
し
て
外
人
の



内
地
雑
居
を
許
す
に
付
き
、
様
々
に
法
律
を
改
正
す
る
其
際
に
、
我
要
用
の
界
を
超
越
し
て
我
本
意
に
あ
ら
ざ
る
部
分
に
ま
で
も
変
更
新
設

す
る
が
如
き
に
あ
り
て
は
、
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
国
権
の
一
大
事
に
し
て
、
今
後
談
判
の
模
様
に
由
り
、
万
々
一
も
斯
る
大
事
の
問
題
に
会

す
る
こ
と
も
あ
ら
ん
に
は
、
我
輩
は
事
の
行
掛
り
を
顧
み
ず
、
凡
俗
の
識
誉
を
惜
ら
ず
、
意
を
決
し
て
条
約
改
正
の
根
本
よ
り
断
念
す
る
も

の
な
り
。
然
る
に
今
こ
れ
を
棄
て
し
む
る
が
為
め
に
雑
居
を
許
し
、
之
を
許
す
が
為
め
に
我
国
の
主
権
た
る
法
律
を
改
正
新
設
す
る
に
不
如

意
の
嘆
あ
る
が
如
き
は
、
得
る
所
を
以
て
失
ふ
所
を
償
ふ
に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
治
外
法
権
、
誠
に
心
障
り
に
し
て
不
愉
快
な
り
と
難
ど
も
、

其
不
愉
快
の
在
る
所
は
国
の
一
部
分
た
る
に
過
ぎ
ず
。
立
法
司
法
の
不
如
意
は
全
国
に
関
す
る
の
大
事
な
り
。
其
軽
重
一
言
は
ず
し
て
明
な
る

可
し
。

一
国
多
難
の
際
に
は
外
国
の
兵
を
領
内
の
一
部
に
屯
在
せ
し
む
る
こ
と
さ
へ
あ
れ
ど
も
、
以
て
其
国
の
独
立
権
を
害
す
る
に
足
ら
ず
。

唯
他
に
貸
す
可
ら
ざ
る
も
の
は
法
律
の
権
に
し
て
、
仮
令
へ
外
国
の
法
学
士
を
聴
し
、
判
事
を
一
居
ふ
も
、
我
主
権
の
根
本
た
る
立
法
司
法
の

全
壁
に
は
外
人
を
し
て
一
毒
も
触
る
冶
所
あ
ら
し
む
可
ら
ざ
る
な
り
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
）

治
外
法
権
を
非
難
し
て
止
む
こ
と
の
な
か
っ
た
福
津
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
を
撤
去
す
る
た
め
と
は
い
え
、
「
外
圧
」
に
よ
る
法
典

編
纂
と
外
国
人
判
事
の
任
用
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
が
ヨ
リ
「
独
立
国
の
本
色
」
「
自
国
の
主
権
」

福i畢諭吉の法典論（高田晴仁）

を
傷
つ
け
る
か
｜
｜
悪
さ
の
程
度
ー
ー
を
衡
量
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
負
う
べ
き

傷
の
深
さ
は
、
内
政
干
渉
へ
の
強
い
警
戒
感
を
呼
び
覚
ま
す
に
十
分
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
『
西
洋
事
情
』
以
来
の
、
法
を
民
情
習
慣
か
ら
由
り
来
た
る
べ
き
も
の
と
す
る
法
律
観
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
国
民
を
法
の
主

体
と
み
て
彼
ら
の
視
線
で
法
を
評
価
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
法
学
者
や
代
言
人
あ
る
い
は
外
国
人
に
と
っ
て
の
良
法
・
悪
法

の
評
価
判
断
は
日
本
国
民
に
と
っ
て
は
決
定
的
な
意
義
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
身
の
丈
に
合
わ
な
い
法
律
の
お
仕
着
せ
は

迷
惑
千
万
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
て
福
津
は
予
言
ど
お
り
、
政
府
に
と
っ
て
の
「
踏
壁
」
と
し
て
こ
れ
に
立
ち
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井
上
の
盟
友
伊
藤
博
文
も
「
イ
ジ
プ
ト
同
様
之
物
」
と
懸
念
を
表
し
た
井
上
外
交
は
輿
論
激
目
印
の
中
、
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

七
月
二
九
日
、
条
約
改
正
会
議
の
無
期
延
期
を
各
国
公
使
に
通
告
し
て
事
実
上
中
止
と
な
り
、
井
上
は
八
月
一
六
日
に
外
相
を
辞
職

し
た
。
福
津
は
、
井
上
外
交
の
中
止
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
が
意
を
得
た
と
の
社
説
（
明
治
二
O
年
八
月
四
日
「
条
約
改
正
会
議
延
期
」

『
全
集
』
⑪
三
二
五
頁
）
と
中
上
川
宛
の
手
紙
に
「
一
月
前
に
は
新
聞
紙
を
停
止
し
な
が
ら
、
今
は
遂
に
其
新
聞
紙
の
論
に
負
け
た
る

の
姿
、
面
目
な
き
事
に
候
」
と
先
の
発
行
停
止
に
対
す
る
憤
漣
と
痛
快
の
念
を
正
直
に
書
き
綴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
舞
台

は
、
井
上
の
後
を
襲
っ
た
大
限
重
信
に
よ
る
外
交
と
「
法
典
編
纂
ニ
関
ス
ル
法
学
士
会
ノ
意
見
」
に
始
ま
る
法
典
論
争
の
開
始
へ
と
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旋
回
す
る
の
で
あ
る
。

（
泣
）
藤
原
明
久
『
日
本
条
約
改
正
史
の
研
究
｜
｜
井
上
・
大
隈
の
改
正
交
渉
と
欧
米
列
国
｜
｜
』
（
雄
松
堂
、
平
成
二
ハ
年
）

（
お
）
藤
原
・
前
掲
注
（
辺
）
七
七
頁
、
八
三
頁
。

（M
）
藤
原
・
前
掲
注
（
辺
）
九
七
頁
、
一
一
一
頁
。

（
お
）
治
外
法
権
に
固
執
す
る
外
国
側
を
も
説
得
し
て
将
来
の
友
好
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
福
津
の
目
線
の
高
さ
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
「
或
る
時
先

生
が
申
さ
れ
ま
す
に
は
、
世
間
の
人
は
乃
公
の
処
へ
来
て
愛
国
々
々
と
い
ふ
こ
と
を
い
ふ
が
、
愛
地
球
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
考
を
広

く
持
っ
て
唯
日
本
一
国
の
事
ば
か
り
を
眼
中
に
お
か
ず
地
球
を
眺
め
な
が
ら
考
へ
る
と
い
ふ
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
世
の
中
を
達
観
し
た
人
と
い

は
れ
な
い
と
申
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
森
村
市
左
衛
門
の
談
で
あ
る
（
石
河
幹
明
「
福
津
諭
吉
伝
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
）
八
一
五
頁
）
。

こ
れ
も
一
場
の
法
螺
話
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
同
じ
森
村
の
直
話
を
収
録
し
た
高
橋
義
雄
編
「
福
津
先
生
を
語
る
｜
｜
諸

名
士
の
直
話
」
（
岩
波
書
店
、
昭
和
九
年
）
九
三
頁
に
は
、
「
愛
地
球
」
で
は
な
く
「
愛
世
界
」
と
あ
る
。

（
お
）
福
津
の
条
約
改
正
「
方
法
指
南
」
と
も
言
え
る
こ
の
社
説
は
、
そ
の
結
論
と
し
て
四
点
を
挙
げ
「
第
一
に
、
治
外
法
権
の
弊
害
は
精
神
上
名
誉

上
の
苦
痛
に
あ
ら
ず
し
て
実
物
上
の
損
害
な
り
、
有
く
も
治
外
法
権
の
存
在
す
る
限
り
は
迫
も
此
国
を
維
持
し
て
永
く
文
明
の
進
路
を
栓
ふ
の
見
込

な
し
、
故
に
治
外
法
権
を
撤
去
す
る
は
目
前
急
を
要
す
る
の
大
事
件
な
り
」
、
「
第
二
、
税
権
を
回
復
し
又
は
約
束
税
目
の
割
合
を
増
減
す
る
等
、
卒

一
一
二
頁
、
六
一
頁
。
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然
こ
れ
を
見
れ
ば
利
益
の
知
く
な
れ
ど
も
、
治
外
法
権
を
撤
去
せ
ざ
る
限
り
は
到
底
其
利
益
を
収
め
得
ぺ
き
に
あ
ら
ず
」
、
「
第
三
、

律
と
云
へ
ば
単
一
な
る
も
の
？
如
く
な
れ
ど
も
、
其
実
は
然
ら
ず
、
各
人
其
本
籍
の
法
律
規
則
に
の
み
責
を
負
ふ
の
権
理
を
全
く
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、

領
事
裁
判
所
は
存
立
し
得
べ
き
様
な
し
、
畢
克
す
る
に
治
外
法
権
と
は
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
を
強
ひ
て
行
は
ん
と
云
ふ
無
理
無
法
の
注
文
た
る
に

過
ぎ
ざ
る
な
り
」
、
「
第
四
、
日
本
の
法
律
の
下
に
立
つ
は
不
安
心
な
り
と
一
五
ふ
其
不
安
心
は
、
惇
心
暗
鬼
を
見
る
の
類
に
し
て
最
も
謂
れ
な
き
も
の

な
り
、
日
本
人
は
欧
米
人
の
信
任
に
堪
え
て
余
り
あ
る
な
り
」
と
す
る
（
『
全
集
」
⑨
五
一
一
一
一
頁
）
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
外
交
「
原
論
」
的
な
社
説

と
し
て
、
明
治
一
七
年
六
月
一
日
1
一
七
日
「
通
俗
外
交
論
」
『
全
集
』
⑤
四
二
ゴ
一
頁
。
特
に
、
治
外
法
権
の
由
来
に
つ
い
て
、
「
封
建
の
制
度
習
慣

と
し
て
、
諸
藩
の
家
来
又
領
民
が
他
藩
の
家
来
又
領
民
に
対
し
て
何
か
争
論
を
起
し
又
刃
傷
に
及
ぶ
な
ど
の
事
あ
る
と
き
は
、
其
事
の
起
り
た
る
土

地
の
政
府
即
ち
藩
の
役
人
の
筋
に
て
一
と
先
づ
之
を
取
押
へ
、
罪
の
軽
重
の
吟
味
に
及
ば
ず
し
て
罪
人
を
ば
其
本
籍
の
藩
に
引
渡
す
の
仕
来
り
」
が

あ
り
、
引
渡
さ
れ
た
本
藩
で
は
、
「
他
藩
人
に
対
し
て
罪
を
犯
し
他
藩
よ
り
引
渡
さ
れ
た
り
と
あ
り
て
は
、
藩
の
交
際
上
に
於
て
不
相
済
と
て
、
殊
更

に
厳
重
に
し
た
」
と
い
う
長
年
の
慣
習
か
ら
来
る
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
「
大
切
な
る
事
を
早
合
点
し
た
る
も
の
」
と
い
う
。

（
幻
）
無
罪
推
定
の
原
則
に
加
え
「
文
明
国
た
る
我
日
本
に
肉
刑
の
法
を
用
ゐ
ざ
る
」
点
も
福
津
に
と
っ
て
意
外
か
つ
寿
ぐ
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

明
治
一
六
年
六
月
二
一
日
「
誠
に
目
出
度
し
〔
漫
言
〕
」
『
全
集
』
⑨
一
一
一
頁
。

（
お
）
西
原
春
夫
「
刑
法
制
定
史
に
あ
ら
わ
れ
た
明
治
維
新
の
性
格
ー
ー
ー
日
本
の
近
代
化
に
お
よ
ぼ
し
た
外
国
法
の
影
響
・
裏
面
か
ら
の
考
察
｜
｜
」

『
刑
事
法
研
究
』
第
二
巻
（
成
文
堂
、
昭
和
四
二
年
）
一
二
三
頁
以
下
（
初
出
、
比
較
法
学
三
巻
一
号
、
昭
和
四
二
年
）
、
川
口
由
彦
「
日
本
近
代
法

制
史
』
（
新
世
杜
、
平
成
一

O
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
訪
）
丸
山
真
男
「
『
福
津
諭
吉
選
集
」
第
四
巻
解
題
」
「
丸
山
真
男
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
）
一
二
三
頁
。
も
と
よ
り
明
治
初
期
の

日
本
に
お
い
て
ウ
ェ

l
ラ
ン
ド
流
の
社
会
契
約
説
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
こ
と
は
承
知
の
う
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
伊

藤
正
雄
「
解
説
」
『
学
問
の
す
、
め
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
一
八
年
）
二
九
一
頁
）
。
い
ち
早
く
ウ
ェ

l
ラ
ン
ド
の
影
響
を
指
摘
し
た
板
倉
卓
造

「
『
学
問
の
す
、
め
』
と
者
宅
E
E
J
冨。
E

－P
5
5」
川
合
貞
一
編
「
福
津
諭
吉
の
人
と
思
想
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
一
五
年
）
七
五

1
七
六
頁
も
参
照
。

（
却
）
や
が
て
現
実
化
し
つ
つ
あ
っ
た
憲
法
公
布
・
国
会
開
設
の
前
に
福
揮
は
「
私
権
論
」
（
明
治
二

O
年
一

O
月
一
一
日
、
「
全
集
』
⑪
二
一
八
四
1
ゴ一

八
五
頁
）
に
お
い
て
「
人
民
の
私
権
を
堅
固
に
す
る
は
立
国
の
大
本
に
し
て
、
之
に
政
権
を
得
せ
し
む
る
は
第
二
の
要
な
り
」
と
宣
言
す
る
中
で
「
立

憲
代
議
政
体
の
大
主
義
」
を
述
べ
て
い
う
。
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「
抑
も
一
国
民
が
政
権
を
参
与
し
て
然
る
可
し
と
の
道
理
を
陳
ぺ
ん
に
、
人
生
は
独
居
の
生
物
に
非
ず
し
て
必
ず
群
を
為
す
も
の
な
り
。
之
を
人
間

社
会
と
云
ふ
。
既
に
社
会
の
体
を
成
す
と
き
は
、
其
社
会
全
体
に
関
す
る
秩
序
な
か
る
可
ら
ず
。
此
秩
序
を
司
ど
り
て
人
群
を
支
配
す
る
も
の
は
政

法
に
し
て
、
即
ち
政
府
の
必
要
な
る
所
以
な
れ
ど
も
、
事
の
大
本
に
測
り
て
考
ふ
れ
ば
、
一
国
社
会
に
政
府
を
立
る
は
、
其
群
を
成
し
た
る
人
民
の

便
利
の
為
め
に
こ
そ
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
其
便
不
便
に
付
て
は
本
人
た
る
人
民
の
当
さ
に
昧
を
容
る
可
き
筈
な
り
と
て
、
扱
は
人
民
代
議
の
論
も

起
り
、
凡
そ
国
法
を
議
定
す
る
の
権
柄
は
独
り
少
数
の
人
に
任
す
可
き
に
あ
ら
ず
と
し
て
、
国
会
な
る
も
の
を
作
り
、
人
民
の
集
ま
り
て
法
を
議
し

法
を
作
る
こ
と
あ
り
、
即
ち
政
権
を
参
与
す
る
も
の
な
り
。
左
れ
ば
一
国
民
が
国
政
に
参
与
す
る
有
様
を
見
て
之
を
形
容
す
れ
ば
、
恰
も
一
身
を
両

断
し
、
一
半
は
支
配
せ
ら
る
冶
身
に
し
て
、
一
半
は
支
配
す
る
身
と
為
る
も
の
冶
如
し
。
即
ち
半
身
は
被
治
者
に
し
て
半
身
は
主
治
者
、
半
身
は
私

に
し
て
半
身
は
公
、
半
身
は
民
に
し
て
半
身
は
官
た
る
の
姿
な
り
。
例
へ
ば
国
民
が
政
府
の
下
に
立
て
其
法
律
の
命
ず
る
所
に
従
ひ
又
納
税
の
義
務

を
負
担
す
る
は
、
主
治
者
に
支
配
せ
ら
る
、
も
の
な
れ
ど
も
、
其
法
律
と
云
ひ
又
納
税
の
法
と
云
ひ
、
最
前
こ
れ
を
議
定
す
る
と
き
に
は
人
民
も
其

議
に
参
り
、
自
分
の
満
足
す
る
所
に
て
定
め
た
る
も
の
な
れ
ば
、
取
り
も
直
き
ず
自
分
の
法
を
以
て
自
分
を
支
配
し
、
自
分
の
思
ふ
所
を
以
て
自
分

に
命
ず
る
に
異
な
ら
ず
。
即
是
れ
立
憲
代
議
政
体
の
大
主
義
な
り
」

0

（
引
）
大
久
保
泰
甫
『
日
本
近
代
法
の
父
ボ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
（
岩
波
新
書
、
平
成
一

O
年
）
一
一
一
一
頁
以
下
、
川
口
・
前
掲
注
（
羽
）
一
五
一
頁
以
下
。

（
立
）
藤
原
・
前
掲
注
（
勾
）
一
八
二
頁
。
な
お
、
明
治
一
九
年
一

O
月
二
四
日
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
事
件
が
起
こ
る
。
福
津
の
対
応
は
表
向
き
冷
静
で

あ
る
。
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
沈
没
事
件
を
如
何
せ
ん
」
「
全
集
』
⑪
一
コ
一
九
頁
、
「
ノ
ル
マ
ン
ト
ン
号
の
不
幸
に
付
き
耶
蘇
宣
教
師
の
意
見
を
問
ふ
」
『
全

集
』
⑪
一
四
二
頁
、
「
我
輩
の
所
見
を
以
て
す
れ
ば
、
死
人
に
口
な
き
が
故
に
、
法
律
上
に
於
て
は
被
告
人
に
何
と
か
弁
護
の
口
実
も
あ
る
可
き
な
れ

ど
も
、
其
口
実
は
誠
に
口
実
に
し
て
、
時
の
事
情
を
案
じ
て
徳
義
上
に
無
効
た
る
可
き
は
固
よ
り
論
ず
る
に
も
及
ば
ず
」

0

（
刀
）
明
治
一
九
年
一
一
月
一
一
一
一
一
日
「
内
地
雑
居
の
用
意
」
『
全
集
』
⑪
一
四
四
頁
、
「
条
約
を
改
正
し
て
治
外
法
権
を
撤
去
し
、
全
国
を
放
閲
し
て
内

地
雑
居
を
許
す
。
我
輩
の
宿
昔
よ
り
翼
望
せ
し
所
に
し
て
」
云
々
。

（
M
）
小
川
原
正
道
「
鹿
鳴
館
時
代
の
福
津
諭
吉
｜
｜
仮
装
舞
踏
会
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
1
」
福
津
手
帖
一

O
九
号
（
平
成
二
二
年
）

（
お
）
小
宮
一
夫
「
条
約
改
正
と
国
内
政
治
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
二
年
）
二
三
頁
。

（M
）
実
質
的
に
は
井
上
毅
が
内
地
開
放
へ
の
反
対
意
見
を
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
の
名
を
藷
り
て
流
布
し
た
も
の
と
す
る
渡
辺
俊
一

書
の
再
検
討
」
史
学
雑
誌
一

O
九
編
三
号
（
平
成
一
二
年
）
六
九
頁
以
下
。
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（
灯
）
明
治
二

O
年
六
月
二
五
日
中
上
川
彦
次
郎
宛
『
書
簡
集
』
⑤
二

O
七
頁
（
書
簡
番
号
一
－
七
四
）
「
昨
日
〔
六
月
二

O
日
〕
時
事
新
〔
報
〕
発
行
停

止
相
成
、
是
れ
ニ
ハ
実
ニ
驚
入
候
。
最
初
此
文
を
草
し
渡
辺
杯
へ
話
し
、
此
社
説
ハ
外
務
省
ニ
テ
悦
ふ
な
ら
ん
、
今
程
ハ
必
ス
法
律
之
談
判
中
な
れ
ハ
、

新
報
ニ
テ
改
正
中
止
も
不
苦
と
、
強
く
論
す
る
と
き
ハ
、
外
交
官
ハ
白
か
ら
之
を
後
盾
に
し
て
、
利
す
る
所
も
あ
ら
ん
杯
と
申
位
之
噂
を
し
な
が
ら
、

印
刷
に
渡
し
候
処
右
之
次
第
」
云
々
。

（
見
）
時
事
新
報
は
、
新
聞
紙
条
例
の
も
と
で
内
務
卿
、
内
務
大
臣
か
ら
五
回
に
わ
た
っ
て
発
行
停
止
処
分
を
受
け
た
（
玉
置
紀
夫
「
起
業
家
福
津
諭

吉
の
生
涯
｜
｜
学
で
富
み
富
て
学
び
』
（
有
斐
閣
、
平
成
一
四
年
）
二
四
四
頁
に
時
事
新
報
の
発
行
停
止
処
分
の
一
覧
あ
り
）

0

（
持
）
石
河
幹
明
『
福
津
諭
吉
伝
」
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
七
年
）
一
八
一
頁
（
お
よ
び
石
河
幹
明
「
福
津
諭
吉
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
一

O
年）

二
二
二
頁
）
。

（
判
）
小
宮
・
前
掲
注
（
お
）
二
四
頁
以
下
。

（
引
）
明
治
二

O
年
八
月
四
日
「
条
約
改
正
会
議
延
期
」
『
全
集
」
⑪
一
二
二
五
頁
。
「
我
政
府
は
是
れ
ま
で
鋭
意
条
約
の
改
正
を
談
判
し
て
、
将
さ
に
其

緒
に
就
か
ん
と
す
る
の
場
合
に
至
り
た
れ
ど
も
、
新
に
法
律
規
則
を
編
纂
す
る
は
中
々
以
て
容
易
な
る
こ
と
に
あ
ら
ず
、
い
よ
／
＼
治
外
法
権
を
撤

去
し
て
雑
居
と
な
る
上
は
、
内
外
人
の
共
に
同
一
の
国
法
を
遵
奉
し
て
、
外
国
人
の
身
に
も
自
由
を
失
は
し
め
ず
、
又
内
国
人
の
為
め
に
も
便
利
に

し
て
、
以
て
日
本
の
治
安
を
保
ち
、
以
て
日
本
の
国
権
を
維
持
す
可
き
こ
と
、
最
第
一
の
緊
要
な
れ
ば
、
斯
る
法
律
規
則
を
大
成
す
る
為
め
に
、
止

む
を
得
ず
改
正
の
談
判
を
延
期
し
た
る
こ
と
な
る
可
し
。
誠
に
至
当
の
処
分
に
し
て
、
我
輩
の
持
論
に
於
て
も
窃
か
に
賛
成
の
意
を
表
す
る
も
の
な

り」
0

福j畢諭吉の法典論（高田晴仁）

明
治
二

O
年
八
月
四
日
中
上
川
彦
次
郎
宛
『
書
簡
集
』
⑤
二
四
四
頁
（
書
簡
番
号
一
一
九
五
）

「
条
約
改
正
は
い
よ
／
（
＼
中
止
と
相
成
候
。
過
日
時
事
新
報
之
一
発
、
大
ニ
政
府
中
之
物
論
を
引
起
し
、
谷
〔
干
城
〕
之
建
白
、
宮
中
顧
問
設
内
閣

顧
問
之
辺
よ
り
議
論
沸
く
が
如
く
、
之
が
為
め
外
務
省
も
堪
兼
た
る
事
と
見
へ
、
右
之
次
第
。
一
月
前
ニ
ハ
新
聞
紙
を
停
止
し
な
が
ら
、
今
日
遂
ニ

其
新
聞
紙
之
論
ニ
負
け
た
る
之
姿
、
面
白
な
き
事
ニ
候
。
（
中
略
）
今
日
之
社
説
ハ
、
昨
朝
よ
り
昼
ま
で
ニ
認
め
て
外
務
省
へ
為
持
遣
候
処
、
当
日
中

ニ
可
否
返
答
致
し
兼
る
と
の
事
に
て
、
使
之
者
は
帰
社
之
処
、
午
後
五
時
頃
、
態
々
外
務
省
よ
り
使
を
以
て
、
掲
載
差
支
な
き
旨
申
参
り
、
直
に
紙

ニ
上
せ
た
る
も
の
な
り
。
老
生
の
考
に
は
、
若
し
も
是
式
之
論
文
を
止
め
る
こ
と
も
あ
ら
バ
、
其
草
稿
を
写
し
、
外
務
省
は
云
々
之
始
末
な
り
と
て
、

政
府
中
之
他
之
部
分
へ
流
布
せ
し
む
る
積
り
な
り
し
に
、
外
務
省
も
色
々
心
配
之
上
、
許
す
事
ニ
決
し
た
る
も
の
と
見
ゆ
」
o

（
位
）

221 


